
 

 

 

 

「瑞穂市補助金等の交付に関する指針」に

基づくチェックシート 

 
 

市では「瑞穂市補助金等の交付に関する指針（平成２９年４

月改定）」に基づきチェックシートを作成し、見直しを実施す

ることとしました。透明性、公平性の確保のため、情報の共

有を図り、チェックシートを公開します。 
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総務部財務情報課 

平成３０年１１月 

 

 



補助金チェックシート　目次
ページ 補助金名称 担当課 平成29年度支出額

1 瑞穂市交通安全対策事業補助金（交通安全協会補助金） 市民協働安全課（旧総務課） 900,000

5 女性防火クラブ補助金 市民協働安全課（旧総務課） 356,449

9 市民消防隊補助金 市民協働安全課（旧総務課） 0

13 消防防災資機材購入等事業補助金 市民協働安全課（旧総務課） 3,744,000

17 防災訓練実施事業補助金 市民協働安全課（旧総務課） 1,242,500

21 防災士資格取得事業補助金 市民協働安全課（旧総務課） 0

25 防災倉庫設置事業補助金 市民協働安全課（旧総務課） 182,700

29 消防協会補助金 市民協働安全課（旧総務課） 2,892,899

33 瑞穂市地域集会施設建設事業補助金 市民協働安全課（旧総務課） 7,806,000

37 瑞穂市自治会連合会補助金 市民協働安全課（旧総務課） 1,976,057

41 樽見鉄道運営維持費補助金 総合政策課（旧総務課） 10,810,800

45 青色申告会補助金 税務課 104,000

49 人間ドック費用助成事業（後期高齢者医療） 医療保険課 126,000

53 人間ドック費用助成事業（国民健康保険） 医療保険課 1,966,690

57 市身体障害者福祉協会補助金 福祉生活課 970,000

61 福祉活動団体補助金 福祉生活課 0

65 重度身体障害者（児）日常生活用品給付事業補助金 福祉生活課 323,784

69 新生児聴覚検査費助成金 健康推進課 1,721,870

73 一般不妊治療費助成金 健康推進課 908,000

77 特定不妊治療費助成金 健康推進課 6,304,323

81 男性不妊治療費助成金 健康推進課 50,000

85 保護司・更生保護事業補助金 地域福祉高齢課 78,000

89 敬老会助成金 地域福祉高齢課 6,414,660

93 居宅介護者介護慰労事業助成金 地域福祉高齢課 247,463

97 瑞穂市遺族連合会活動促進事業補助金 地域福祉高齢課 658,000

101  地方創生事業補助金（介護人材助成） 地域福祉高齢課 85,000

105 日常生活用品助成事業補助金 地域福祉高齢課 3,838,767

109 地域サロン支援事業補助金 地域福祉高齢課 300,000

113 木造住宅耐震補強工事費補助金 都市開発課 2,861,000

117 建築物耐震診断補助金 都市開発課 753,000

121 特定建築物耐震補強工事補助金 都市開発課 23,630,000

125 地域資源活性化補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 2,000,000

129 多面的機能支払交付金 商工農政観光課（旧商工農政課） 30,063,788

133 経営所得安定対策推進事業補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 1,222,912

137 協定防除実施補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 1,683,000

141 産地パワーアップ事業補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 9,460,000

145 瑞穂市農業振興会補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 1,713,918

149 農業次世代人材投資事業 (旧青年就農給付金） 商工農政観光課（旧商工農政課） 3,000,000

153 学校給食地産地消推進事業補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 1,158,660

157 創業支援事業補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 1,000,000

161 商工会活動補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 9,676,226

165 機構集積協力金交付事業補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 3,036,000

169 元気な農業産地構造改革支援事業補助金 商工農政観光課（旧商工農政課） 4,315,000

173 ごみ集積所助成金 環境課 853,360

177 生ごみ処理容器等購入助成金 環境課 357,380

181 浄化槽設置整備補助金 環境課 93,218,000

185 排水設備借入金利子補給金（一般会計） 下水道課 0

189 排水設備借入金利子補給金（下水道事業特別会計） 下水道課 0

193 インフルエンザ予防接種費用補助金 教育総務課 91,000

197 教育特活事業補助金 学校教育課 6,304,411

201 緊急情報配信事業補助金 学校教育課 431,316

205 中学校校外活動補助金 学校教育課 0

209 中学校選手派遣補助金 学校教育課 571,910

213 学校保健会補助金 学校教育課 349,123

217 岐阜朝鮮学園補助金 学校教育課 20,000



ページ 補助金名称 担当課 平成29年度支出額

221 特別支援学級補助金 学校教育課 663,064

225 運営費補助金 幼児支援課 11,689,788

229 延長保育対策費補助金 幼児支援課 1,942,000

233 一時預かり事業費補助金 幼児支援課 2,326,720

237 地域子育て支援センター事業費補助金 幼児支援課 12,784,577

241 認可外保育所入所者補助金 幼児支援課 1,352,505

245 小規模保育所設置事業補助金 幼児支援課 16,500,000

249 私立保育所施設整備補助金 幼児支援課 95,857,500

253 生涯学習地域振興組織補助（生津小校区ふれあい活動委員会） 生涯学習課 1,327,000

257 生涯学習地域振興組織補助（本田校区いきいき活動委員会） 生涯学習課 1,705,000

261  生涯学習地域振興組織補助（穂積小校区わくわく活動委員会） 生涯学習課 2,366,320

265 生涯学習地域振興組織補助（牛牧友愛会） 生涯学習課 2,038,166

269 生涯学習地域振興組織補助（巣南中学校区活動委員会） 生涯学習課 2,394,000

273 生涯学習地域振興組織補助（なかよしクラブみずほ） 生涯学習課 1,660,800

277 ＰＴＡ連合会補助 生涯学習課 485,000

281 子ども会補助 生涯学習課 2,617,847

285 女性の会補助 生涯学習課 812,160

289 家庭教育学級補助 生涯学習課 521,897

293 ジュニア（少年）リーダー活動補助 生涯学習課 600,000

297 瑞穂市体育協会補助金 生涯学習課 13,095,000

301 文化協会補助金 生涯学習課 6,790,000

305 伝統文化保護伝承事業補助（宮田雅楽五音社） 生涯学習課 19,400

309 伝統文化保護伝承事業補助（美江寺観世音お蚕祭り保存会） 生涯学習課 19,400

313 伝統文化保護伝承事業補助（美江寺観世音猩々ばやし保存会） 生涯学習課 48,500

317 伝統文化保護伝承事業補助（和宮遺蹟保存会） 生涯学習課 485,000

321 伝統文化保護伝承事業補助（和宮音頭保存会） 生涯学習課 29,100

補助金については、対象事業　８８事業中法令に基づく補助金を除く８１事業について公開しています。

チェックをふまえた今後の対応は以下のとおりです。
　現状維持　７９件
　縮小　　　　１件
　休止　　　　１件



負担金チェックシート　目次
ページ 負担金名称 担当課 平成２９年度支出額

325 岐阜県市議会議長会 議会事務局 90,600

327 議員研修負担金 議会事務局 189,000

329 全国市議会議長会 議会事務局 758,000

331 中濃十市議会議長会 議会事務局 60,000

333 東海市議会議長会 議会事務局 56,000

335 岐阜県都市会計管理者会負担金 会計課 2,000

337 自主運行バス運行費負担金 総合政策課（旧総務課） 31,087,000

339 路線バス運行費負担金 総合政策課（旧総務課） 2,323,000

341 日本広報協会負担金 総合政策課（旧総務課） 24,000

343 諸負担金 総務課 206,000

345 岐阜安全運転管理部会費 市民協働安全課（旧総務課） 25,000

347 岐阜県暴力追放推進センター賛助会費 市民協働安全課（旧総務課） 20,000

349 瑞穂・本巣・北方地区暴力追放推進協議会負担金 市民協働安全課（旧総務課） 30,000

351 ぎふ犯罪被害者支援センター負担金 市民協働安全課（旧総務課） 54,000

353 岐阜県交通指導員連絡協議会負担金 市民協働安全課（旧総務課） 14,000

355 瑞穂・本巣・北方地区防犯協会助成金 市民協働安全課（旧総務課） 1,684,974

357 岐阜県消防操法大会瑞穂市実行委員会運営負担金 市民協働安全課（旧総務課） 19,493,958

359 総合賠償補償保険負担金 財務情報課（旧管財情報課） 4,064,739

361 揚水費負担金 財務情報課（旧管財情報課） 1,100

363 軽自動車税申告特別調査費負担金 税務課 286,000

365 女性相談員連絡協議会負担金 福祉生活課 5,000

367 岐阜県障害者スポーツ協会負担金 福祉生活課 132,150

369 岐阜市視覚障害者福祉協会負担金 福祉生活課 20,000

371 岐阜県家庭相談員協議会負担金 福祉生活課 7,000

373 岐阜県母子父子自立支援員協議会会費 福祉生活課 6,000

375 医師会協力費 健康推進課 255,000

377 岐阜県難病団体連絡協議会負担金 健康推進課 80,000

379 ジン・アイバンク負担金 健康推進課 35,000

381 岐阜県栄養士会負担金 健康推進課 14,000

383 もとす広域保護区保護司会負担金 地域福祉高齢課 553,000

385 岐阜人権擁護委員協議会負担金 地域福祉高齢課 215,000

387 岐阜人権擁護委員協議会本巣地区部会負担金 地域福祉高齢課 119,000

389 本巣地区更生保護女性会負担金 地域福祉高齢課 53,000

391 公益財団法人人権教育啓発推進センター負担金 地域福祉高齢課 40,000

393 岐阜県更生保護事業協会負担金 地域福祉高齢課 10,000

395 岐阜県原爆被爆者の会岐阜地区支部負担金 地域福祉高齢課 6,000

397 福祉自治体ユニット負担金 地域福祉高齢課 100,000

399 岐阜県建設技術協会負担金 都市開発課 72,000

401 岐阜県道路協会会費 都市開発課 81,000

403 岐阜県国道協会負担金 都市開発課 42,000

405 東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議会負担金 都市開発課 36,000

407 本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環状自動車道建設促進協議会負担金 都市開発課 100,000

409 国道21号・22号及び岐阜南部横断ハイウェイ整備促進期成同盟会負担金 都市開発課 32,000

411 主要地方道岐阜巣南大野線整備促進期成同盟会負担金 都市開発課 50,000

413 岐阜県市町村道整備促進期成同盟会負担金 都市開発課 26,000

415 岐阜圏域市町土木協会会費 都市開発課 8,000

417 東海環状地域整備推進協議会分担金 都市開発課 10,000

419 MAG-CUP少年サッカー交流大会負担金 都市開発課 50,000

421 ラウンドアバウト普及促進協議会負担金 都市開発課 30,000

423 揖斐川流域住民の生命と生活を守る市町連合負担金 都市開発課 178,000

425 長良川流域市町連絡協議会負担金 都市開発課 51,000



ページ 負担金名称 担当課 平成２９年度支出額

427 岐阜県木曽三川改修工事促進期成同盟会負担金 都市開発課 65,000

429 岐阜県都市計画協会負担金 都市開発課 30,000

431 岐阜都市計画協議会負担金 都市開発課 39,000

433 岐阜県都市整備協会負担金 都市開発課 24,000

435 岐阜県街路事業促進協議会負担金 都市開発課 43,000

437 無電柱化推進協議会負担金 都市管理課 25,000

439 河川協会負担金 都市管理課 115,000

441 岐阜県砂防協会負担金 都市管理課 10,000

443 農業水利施設管理強化事業資金拠出金 都市管理課 227,880

445 日本住宅協会負担金 都市管理課 18,000

447 国土調査協議会負担金 都市管理課 32,000

449 地籍調査岐阜・西濃ブロック連絡協議会負担金 都市管理課 30,000

451 美濃中山道連合負担金 商工農政観光課（旧商工農政課） 80,000

453 岐阜県観光連盟負担金 商工農政観光課（旧商工農政課） 86,000

455 岐阜地域米麦改良協会負担金 商工農政観光課（旧商工農政課） 10,000

457 岐阜地域農業改良普及事業推進協議会賦課金 商工農政観光課（旧商工農政課） 26,000

459 岐阜地域畜産振興会負担金(岐阜地域畜産振興会賦課金） 商工農政観光課（旧商工農政課） 5,000

461 一般社団法人岐阜県農業会議会費 商工農政観光課（旧商工農政課） 260,000

463 岐阜県環境推進協会負担金 環境課 20,000

465 長良川流域環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会負担金 環境課 37,000

467 岐阜地区地下水対策協議会負担金 環境課 15,000

469 郷土の環境を守る会負担金 環境課 10,000

471 岐阜地域廃棄物処理事業対策協議会負担金 環境課 5,000

473 岐阜県市町村教育委員会連合会負担金 教育総務課 118,800

475 教育長会等負担金 教育総務課 56,100

477 岐阜県公立学校施設整備期成会負担金 教育総務課 10,000

479 岐阜県学校保健会負担金 学校教育課 9,361

481 東海北陸国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 学校教育課 1,000

483 公益社団法人　全国幼児教育研究協会会費 学校教育課 8,000

485 岐阜地区公立幼稚園・こども園長会負担金 学校教育課 8,000

487 岐阜県公立幼稚園・こども園長会負担金 学校教育課 20,650

489 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 学校教育課 6,000

491 栄養士会年会費 幼児支援課 14,000

493 岐阜県保育研究協議会負担金 幼児支援課 337,000

495 岐阜県社会福祉協議会公立保育所負担金 幼児支援課 45,000

497 社会教育指導推進事業負担金 生涯学習課 95,000

499 社会教育研究大会負担金 生涯学習課 32,000

501 地区社会教育振興協議会負担金 生涯学習課 10,000

503 岐阜県公民館連合会負担金 生涯学習課 88,000

505 青少年育成推進委員連絡協議会負担金 生涯学習課 68,500

507 岐阜県青少年育成県民会議負担金 生涯学習課 52,600

509 体育施設協会負担金 生涯学習課 11,000

511 岐阜県歴史資料保存協会負担金 生涯学習課 10,000

513 諸負担金 生涯学習課 3,000

負担金については、対象事業２４０事業中義務的な負担金や職員の研修負担金を除く９５事業について
公開しています。

チェックをふまえた今後の対応は以下のとおりです。
　現状維持　９３件
　廃止　　　　２件



●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

2,837,531 3,703,110 2,880,464
2,342,976 3,602,746 2,495,324

31.7% 24.3% 31.2%

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
瑞穂市交通安全対策事業補助金
（交通安全協会補助金）

個別の支出根拠例
規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 市民協働安全課

瑞穂市交通安全対策事業補助金
交付要綱

H15 年度

年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

900,000 900,000 900,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

257人 256人 256人

目
標
設
定

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞瑞穂市内における交通事故防止、運転者対策及び交通弱者対策を推進する団体の活動を支援する
ため

＜効果＞

＜補助対象経費＞運営補助

＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

0 0 0

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

900,000 900,000

目標内容（設定が可能な場合）

0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

900,000

0 0県　支　出　金
0 0

0 0 0市　一　般　財　源
計 0

補助
対象者

瑞穂市交通安全対策事業補助金

分類※3 団体運営費補助
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●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

×
運営費全般を補助しているため、補助対象経費
を設定していないが今後、検討したい。

○×チェックポイント

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

×
運営費全般を補助しているため、補助単価、補
助率を明確に設定していないが、今後検討した
い。

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

×
運営費全般を補助しているため、補助単価、補
助率の積算根拠は明確に設定していないが今後
検討したい。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

×
運営費全般を補助しているため、補助対象経費
を設定していないが今後、検討したい。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

個別要綱では「瑞穂市補助金交付規則」に基づいて
事務を行うように規定されているものの、当該規則
には交付方法についての規定がないため、従来より
定めのないまま前金払いにしている。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
補助項目等が明確でない現状では不可能、まず
は補助項目や補助率等の設定を検討したい。

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

×
従来より作成がされていない、今後Ｑ＆Ａ及び
実務マニュアルの作成を検討したい。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

389,993 609,098 479,451
補助率 66.3% 64.1% 68.2%

計 294,894 394,096 356,449

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 445,039 615,002 523,002
歳出決算額

市　一　般　財　源 294,894 394,096 356,449

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 350,000 400,000 400,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 294,894 394,096 356,449
⑤不用予算額（①－④） 55,106 5,904 43,551

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 350,000 400,000 400,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 55,106 5,904 43,551

団体運営費補助の場合団体加入者総数 356人 339人 332人

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
消防、防災活動及び防災啓発活動を行う協議会の活動を支援するため
＜効果＞
消防防災知識の向上及び市内の防火啓発
＜補助対象経費＞
協議会の運営費、事業費等
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市女性防火クラブ連絡協議
会②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称
女性防火クラブ補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市消防団体等活動補助に関
する補助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 要綱改正を検討する

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
自己資金がないため、ほぼ１００％の補助率と
なっている。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
瑞穂市消防団体の位置づけにより運営費補助が
適当であるため

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 0 0

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 0 0 0

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 700,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 0
⑤不用予算額（①－④） 0 0 700,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞　各小学校区に校区消防隊の設置を推進するため。

＜効果＞

＜補助対象経費＞　各校区連合組織、協力隊（消防隊）が加入する賠償保険に係る経費等

＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H29 年度 補助
対象者

瑞穂市内小学校区市民消防協力
隊②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称
市民消防隊補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市内小学校区市民消防協力
隊補助金要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
自己資金がないため、ほぼ１００％の補助率と
なっている。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 4,061,700 2,923,500 3,744,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 4,061,700 2,923,500 3,744,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,916,000 3,500,000 3,500,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 4,061,700 2,923,500 3,744,000
⑤不用予算額（①－④） -145,700 576,500 -244,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 68件 60件 64件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
自治会の消防器具及び防災資機材の整備を促進し、防災体制の強化を支援するため
＜効果＞
地域防災力の向上
＜補助対象経費＞
自治会で購入する消防防災器具に係る費用
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H25 年度 補助
対象者

自治会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称
消防防災資機材購入等事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市自主防災組織活動補助金
交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

地域集会施設建設事業補助金が該当するが、事
業内容、申請形態が違うため統合できない。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

×

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助対象品が安価なため１社でも可としてい
る。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 1,417,500 1,377,500 1,242,500

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 1,417,500 1,377,500 1,242,500

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,709,000 1,500,000 1,800,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,417,500 1,377,500 1,242,500
⑤不用予算額（①－④） 291,500 122,500 557,500

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

1800000

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 77件 71件 63件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
地域の連携と相互扶助の精神に基づく自主的な防災活動を行う組織及び団体の活動を支援するため
＜効果＞
地域防災力の向上
＜補助対象経費＞
自治会（自主防災組織）が行う防災訓練の活動費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H25 年度 補助
対象者

自治会（自主防災組織）
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称 防災訓練実施事業補助金
個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市自主防災組織活動補助金
交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

×
防災訓練実施した場合に参加人数等により補助
しているため、詳細な項目を設定していない。

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

×
防災訓練実施した場合に参加人数等により補助
しているため、詳細な項目を設定していない。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

地域集会施設建設事業補助金が該当するが、事
業内容、申請形態が違うため統合できない。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

×

区に対する瑞穂市下水路維持管理助成金と類似
しており、自治会は区からの再補助先になって
いる。平成３０年度より水路清掃と認定される
防災訓練については補助対象から除外。

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
防災訓練実施した場合に参加人数等により補助
しているため、補助率を設定していない。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 0 0

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 0 0 0

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 122,000 122,000 90,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 0
⑤不用予算額（①－④） 122,000 122,000 90,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 件 件 件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
自主防災組織を有する自治会(以下「自主防災組織」という。)の防災体制の強化を支援するため
＜効果＞
地域防災力の向上
＜補助対象経費＞
自主防災組織の構成員が防災士の資格を取得するために負担した費用。

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H25 年度 補助
対象者

自治会（自主防災組織）
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称
防災士資格取得事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市自主防災組織活動補助金
交付要綱

-21-



●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

地域集会施設建設事業補助金が該当するが、事
業内容、申請形態が違うため統合できない。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

× 近年は補助実績がない。

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 53,800 457,000 182,700

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 53,800 457,000 182,700

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 200,000 400,000 400,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 53,800 457,000 182,700
⑤不用予算額（①－④） 146,200 -57,000 217,300

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 1件 3件 3件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
自主防災組織を有する自治会(以下「自主防災組織」という。)の防災活動及び消防防災資機材の整備を促
進し、防災体制の強化を支援するため
＜効果＞
地域防災力の向上
＜補助対象経費＞
自主防災組織が整備する防災倉庫の設置に係る費用。

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H25 年度 補助
対象者

自主防災組織を有する自治会
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称
防災倉庫設置事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市自主防災組織活動補助金
交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

地域集会施設建設事業補助金が該当するが、事
業内容、申請形態が違うため統合できない。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
各補助対象について、複数見積書について指導
を行う。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

4,119,703 4,263,417 3,788,660
補助率 76.5% 80.4% 70.6%

計 3,171,954 3,461,140 2,892,899

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 4,147,749 4,302,277 4,095,761
歳出決算額

市　一　般　財　源 3,171,954 3,461,140 2,892,899

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,200,000 3,500,000 3,200,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 3,171,954 3,461,140 2,892,899
⑤不用予算額（①－④） 28,046 38,860 307,101

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 3,200,000 3,500,000 3,200,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 28,046 38,860 307,101

団体運営費補助の場合団体加入者総数 232人 244人 246人

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

消防団員（協会員）数

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
消防、防災活動及び防災啓発活動を行う協会の活動を支援するため
＜効果＞
消防防災知識及び技術の向上
＜補助対象経費＞
協会の運営費、事業費等
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市消防協会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称
消防協会補助金 個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市消防団体等活動補助に関
する補助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

×
運営費全般を補助しており、詳細な項目を設定
していないため、今後も直す。

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

×
運営費全般を補助しており、詳細な項目を設定
していないため今後見直す。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 交付要綱を見直す。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

× 交付要綱を見直す。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
自己資金がないため、ほぼ１００％の補助率と
なっている。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
市が条例で定め設置した団体であるため、団体
の位置づけにより運営補助が適当である。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
瑞穂市地域集会施設建設事業補助
金

個別の支出根拠例
規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 市民協働安全課

瑞穂市地域集会施設建設事業補
助金交付規則

H15 年度

年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

2,000,000 1,667,000 9,227,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
12件 20件 21件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

目
標
設
定

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞自治会及び区の地域住民が自治活動の拠点とするために設置する地域集会施設の建設に要する経
費の補助

＜効果＞活発な自治会活動を促し、地域コミュニティが醸成する。

＜補助対象経費＞
○地域集会施設の新築、改築及び増築
　 実建設額（設計監理委託料を含む。）の3分の1又は文部科学省学校建設基準額に建築面積を乗じて得
た額の3分の1のいずれか少ない額
○地域集会施設の修繕

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

361,000 -1,449,000 1,421,000

歳
出

国　支　出　金

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

1,639,000 3,116,000

目標内容（設定が可能な場合）

3,116,000 7,806,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市
財
源
内
訳

目標値

結果

7,806,000

県　支　出　金

1,639,000 3,116,000 7,806,000市　一　般　財　源
計 1,639,000

補助
対象者

市内の自治会又は区

分類※3 施設整備事業補助
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●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

○×チェックポイント

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

× 平成30年度に見直し予定

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 平成30年度に見直し予定

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

× 平成30年度に見直し予定

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

× 平成30年度に見直し予定

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市自治会連合会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 市民協働安全課

補助金名称
瑞穂市自治会連合会補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市自治会活動推進事業交付
金等交付要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞自治会の活動を支援し住民の自治意識の高揚及びコミュニティ活動の推進を図るため

＜効果＞活発な自治会活動を促し、地域コミュニティが醸成する。

＜補助対象経費＞自治会連合会の運営に関する経費の補助
　　　　　　　　自治会活動における傷害給付事業、自治会長研修など

＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 1件 1件 1件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,020,000 2,025,000 2,025,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,909,928 1,723,877 1,976,057
⑤不用予算額（①－④） 110,072 301,123 48,943

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 2,020,000 2,025,000 2,025,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 110,072 301,123 48,943

市　一　般　財　源 1,909,928 1,723,877 1,976,057

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 1,909,928 1,723,877 1,976,057

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無 平成30年度に見直し予定
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

計 10,793,000 10,497,000 10,810,800

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 176,186,063 172,596,147 170,629,739

歳出決算額 239,227,329 254,863,632 232,135,803

補助率 6.1% 6.1% 6.3%

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）
市　一　般　財　源 10,793,000 10,497,000 10,810,800

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 10,793,000 10,497,000 10,810,800

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,900,000 10,900,000 10,900,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数 5件 5件 5件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

⑤不用予算額（①－④） 107,000 403,000 89,200

結果

イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞市は、樽見鉄道株式会社の安全運行の確保を図ることを目的とする。
＜効果＞安全運行の確保が図られている。
＜補助対象経費＞運営維持費補助金、施設維持補助金、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金、施設
老朽化対策事業費補助金
＜その他＞

上記のいずれにも該当しないもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

樽見鉄道株式会社
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 総合政策課

補助金名称 樽見鉄道運営維持費補助金
個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金交付要綱

瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱

瑞穂市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要

綱

瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○
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№

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

瑞穂市青色申告会

分類※3 団体運営費補助

市
財
源
内
訳

目標値

結果

104,000

県　支　出　金

112,000 107,200 104,000市　一　般　財　源
計 112,000

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

16,000 12,800 3,200

歳
出

国　支　出　金

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

112,000 107,200

目標内容（設定が可能な場合）

107,200 104,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　税務、納税推進、申告経理の研究及び研修事業を通じて自主申告、自主納税を推進する。
＜効果＞
　１３０名の会員は自主申告、自主納税をしている。
＜補助対象経費＞
　税務、納税推進、申告経理の研究及び研修事業
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

128,000 120,000 107,200
112,000 107,200 104,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
1件 1件 1件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

140件 134件 130件

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
青色申告会補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 税務課

瑞穂市納税推進等補助金交付要
綱

H15 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

601,355 581,821 571,870
112,000 107,200 104,000

18.6% 18.4% 18.2%
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×
３年毎の見直し協議で補助金の支払い方法につ
いても確認しており明文化する必要性が認めら
れない。現状維持

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

×

補助先団体には瑞穂市商工会が指導的な立場で
関わっており相互の協力関係が確立している
為、要綱等で具体的にに定める必要性は認めら
れない。現状維持

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

×

設定根拠については明文化されていないが、補
助単価の設定については３年毎に見直し協議を
行っておりその中でのコンセンサスを基として
いる。現状維持

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×

補助金額は会員数の増減で金額がスライドする方式の為、
現状でも減少傾向にある。３年毎の見直しでは極端に会員
数が減少した場合の補助金廃止についても言及しており目
標設定は不要と思われる。現状維持

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
可能かも知れないが現時点でそのメリットは見
出せない。現状維持

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

×
会員の会費で運営しているので年度当初に資金
不足に陥る可能性があるため補助額を超える繰
越金は致し方ないと思われる。現状維持

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×

運営は会費の滞納も無く安定しているが、青色
申告会は税務署でも育成協力団体とされており
公費での補助は行政事務削減の観点から必要で
ある。現状維持

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

×
３年毎に補助金について補助先団体と話し合い
の場を設けている。現状維持

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H22 年度 補助
対象者

瑞穂市後期高齢者医療に関する条例に
規定する被保険者ですこやか健診の受
診対象者②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 医療保険課

補助金名称
人間ドック費用助成事業（後期高
齢者医療） 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市国民健康保険等の被保険
者に係る人間ドック費用助成事
業実施要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞市の国民健康保険の被保険者及び瑞穂市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年瑞穂市条例第
２号）第３条に規定する被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療により健康の保持及び増進を図る
ことを目的とする。
＜効果＞平成22年度開始時の交付者は6人だったが、年々増加し平成29年度は14人に交付している。こ
れは、この助成が広く市民に浸透し受け入れられてきたためと考えられる。
＜補助対象経費＞人間ドック受診に係る費用の２分の１を助成するものとする（当該助成額に小数点以下
が生じた場合は、切り捨てるものとする。）。ただし、すこやか健診対象者については９，０００円を上
限とする。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 17件 20件 14件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 180,000 180,000 225,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 153,000 180,000 126,000
⑤不用予算額（①－④） 27,000 0 99,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

153,000 180,000 126,000
市　一　般　財　源 0 0 0

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（岐阜県後期高齢者医療広域連合）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 153,000 180,000 126,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
人間ドック費用助成事業（国民健
康保険） 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 医療保険課

瑞穂市国民健康保険等の被保険
者に係る人間ドック費用助成事
業実施要綱

H22 年度

年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

1,980,000 1,980,000 1,980,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
174件 180件 180件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

目
標
設
定

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞市の国民健康保険の被保険者及び瑞穂市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年瑞穂市条例第
２号）第３条に規定する被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療により健康の保持及び増進を図る
ことを目的とする。
＜効果＞平成22年度開始時の交付者は37人だったが、年々増加し平成29年度は180人に交付してい
る。これは、この助成が広く市民に浸透し受け入れられてきたためと考えられる。
＜補助対象経費＞人間ドック受診に係る費用の２分の１を助成するものとする（当該助成額に小数点以下
が生じた場合は、切り捨てるものとする。）。ただし、特定健診対象者については１万１，０００円を上
限とする。
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

76,905 13,650 13,310

歳
出

国　支　出　金

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

1,903,095 1,966,350

目標内容（設定が可能な場合）

1,966,350 1,966,690

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市
財
源
内
訳

目標値

結果

1,966,690

県　支　出　金

1,903,095 1,966,350 1,966,690市　一　般　財　源
計 1,903,095

補助
対象者

瑞穂市国民健康保険等の被保険
者で特定健診の受診対象者

分類※3 事業費補助
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●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

○×チェックポイント

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 2,391,446 2,349,227 2,471,478
歳出決算額 1,519,231 1,331,760 1,486,112

補助率 40.6% 41.3% 39.2%

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）
市　一　般　財　源 970,000 970,000 970,000

計 970,000 970,000 970,000

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 970,000 970,000 970,000
②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 970,000 970,000 970,000
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 970,000 970,000 970,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

団体運営費補助の場合団体加入者総数 333件 333件 333件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

＜目的＞1
身体障害者の生活援護、福祉の増進及び親睦を図るとともに、品性の育成と道義の高揚に努める
＜効果＞
公共の福祉向上及び増進に貢献
＜補助対象経費＞
研修費・活動費
＜その他＞
瑞穂市地域福祉活動補助金交付要綱の「身体障害者福祉協会活動促進事業」に該当
平成23年度包括外部監査項目

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの
施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市身体障害者福祉協会
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 福祉生活課

補助金名称 市身体障害者福祉協会補助金
個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市地域福祉活動補助金交付
要綱
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●平成29年度の支出について

№

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

×
繰越金の額で見直しを行っている現状のため、
要綱で明確にする。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
包括外部監査の提言及び瑞穂市補助金等の交付
に関する指針に反しているため、今年度中に要
綱を策定する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無
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№

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

×

障がいをお持ちのため、体調により事業・研修等へ
の参加が不確定で、少人数の場合は不用額が発生し
て繰越金に反映してしまう。次年度当初の運営資金
を除いた額は返還を前提に検討する。

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
自主財源は会費収入のみであり、それ以外の自
主財源の確保を求めることは、補助対象者の性
格上困難である。

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
障がい者の自立の助長を促す上で、当補助対象
者の存在意義は大きく削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

× 団体の存続に対する補助も必要なため不可能。

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

×

障がいをお持ちのため、体調により事業・研修等へ
の参加が不確定で、少人数の場合は不用額が発生し
て繰越金に反映してしまう。次年度当初の運営資金
を除いた額は返還を前提に検討する。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

× 今年度中に要綱を策定する。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）
市　一　般　財　源 0 0 0

計 0 0 0

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 100,000 100,000
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 0 0
⑤不用予算額（①－④） 0 100,000 100,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの

29 年度補助金チェックシート

担当課 福祉生活課

補助金名称 福祉活動団体補助金
個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市地域福祉活動補助金交付
要綱

①補助制度開始年度※1 H28 年度 補助
対象者②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの
施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
福祉のまちづくりに積極的の参加する団体への補助
＜効果＞
地域福祉活動の一層の推進
＜補助対象経費＞
福祉活動事業に要する経費
＜その他＞
瑞穂市地域福祉活動事業に関する補助金等交付要綱の「その他福祉活動を積極的に促進するために、市長
が必要と認める事業」に該当
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●平成29年度の支出について

№

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

該当無

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
抜本的な見直しを行い、公益上補助が必要なら
ば要綱を策定する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無
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№

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 休止

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

要綱第２条に該当する者

分類※3 その他補助

市
財
源
内
訳

目標値

結果

323,784

県　支　出　金

387,878 342,885 323,784市　一　般　財　源
計 387,878

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

188,122 137,115 108,216

歳
出

国　支　出　金

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

387,878 342,885

目標内容（設定が可能な場合）

342,885 323,784

その他（　　　　　　　　　　　　　）

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
在宅の寝たきり重度身体障害者（児）に対し、紙おむつを購入したときに、その費用の一部を助成
＜効果＞
重度身体障害者（児）の生活環境の改善と、介護者の経済的、身体的負担の軽減
＜補助対象経費＞
紙おむつ購入費（１ヶ月上限４，０００円）
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

576,000 480,000 432,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
9件 8件 7件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
重度身体障害者（児）日常生活用
品給付事業補助金

個別の支出根拠例
規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 福祉生活課

瑞穂市重度身体障害者日常生活
用品購入助成事業実施要綱

H15 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無
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№

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 平成２１年度 補助
対象者

市内に住所を有する新生児の保護
者

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 健康推進課

補助金名称
新生児聴覚検査費助成金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市新生児聴覚検査費助成事
業実施要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
子どもの成長発達における聞こえの機能の状況の早期確認及び適切な措置を目的とする
＜効果＞
早期対応に繋がるほか、保護者の聞こえに対する注意喚起となる
＜補助対象経費＞
自動聴性脳幹反応検査、聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査の初回検査料に対して半額（ただし、
3,500円を上限）
＜その他＞
新生児期の入院中又は外来において実施する
特別な事情がある場合には、生後６月までに実施する

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 539件 511件 523件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,310,000 2,310,000 2,275,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,771,718 1,676,340 1,721,870
⑤不用予算額（①－④） 538,282 633,660 378,130

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 1,771,718 1,676,340 1,721,870

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 1,771,718 1,676,340 1,721,870

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

× 国・県が推進する母子保健施策であるため

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 平成２７年度 補助
対象者

一般不妊治療（人工授精）による
不妊治療を受けた夫婦（実施要綱
に掲げる要件を満たす者）②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 健康推進課

補助金名称
一般不妊治療費助成金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市一般不妊治療（人工授
精）助成事業実施要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
人工授精による一般不妊治療を受けている夫婦に対して、経済的負担の軽減を図る
＜効果＞
不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることにより、子どもを産み育てやすい環境づくりに役立つ
＜補助対象経費＞
一般不妊治療にかかる治療費（保険適用外）
ただし、医療保険等の規定により給付を受けた額を本人負担額から差し引く
1年度（３月から翌年2月までの診療分）あたり５万円を上限として、自己負担額の１/2の額を助成する
助成期間：助成を開始した月から２年間
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 27件 30件 39件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 5,500,000 3,000,000 1,500,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 588,000 867,000 908,000
⑤不用予算額（①－④） 1,008,000 457,000 592,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 344,000 454,000 454,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金 244,000 413,000 454,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 588,000 867,000 908,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 平成２１年度 補助
対象者

体外受精又は顕微授精による不妊
治療を受けた夫婦（実施要綱に掲
げる要件を満たす者）②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 健康推進課

補助金名称
特定不妊治療費助成金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市特定不妊治療費助成事業
実施要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
体外受精又は顕微授精による特定不妊治療を受けている夫婦に対して、経済的負担の軽減を図る
＜効果＞
不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることにより、子どもを産み育てやすい環境づくりに役立つ
＜補助対象経費＞
指定医療機関において受けた特定不妊治療にかかる治療費（保険適用外）
ただし、医療保険等の規定により給付を受けた額及び、岐阜県から助成を受けた場合の助成額を本人負担
額から差し引く
助成限度額：一会計年度あたり１０万円　　助成期間：通算五会計年度を限度
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 64件 54件 67件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 6,000,000 6,000,000 6,000,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 6,054,563 4,806,050 6,304,323
⑤不用予算額（①－④） -54,563 1,193,950 -304,323

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 6,054,563 4,806,050 6,304,323

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 6,054,563 4,806,050 6,304,323

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

-78-



№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 0 50,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 0 0 50,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 250,000 250,000 250,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 0 0 50,000
⑤不用予算額（①－④） 250,000 250,000 200,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 件 件 1件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容
＜目的＞
特定不妊治療に至る過程の一環として男性不妊治療を受ける者の経済的負担の軽減を図る
＜効果＞
不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることにより、子どもを産み育てやすい環境づくりに役立つ
＜補助対象経費＞
特定不妊治療に至る過程の一環として行われた男性不妊治療費（保険適用外）
ただし、医療保険等の規定により給付を受けた額及び、岐阜県から助成を受けた場合の助成額を本人負担額から差し引く
助成の額は、１回の治療につき、本人負担額として支払った金額に２分の１を乗じて得た金額と５万円のいずれか少ない方の額
とする
助成限度額：一会計年度あたり５万円　　助成期間：通算五会計年度を限度
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 平成２７年度 補助
対象者

特定不妊治療に至る過程の一環として
行われる男性不妊治療を受けた者（実
施要綱に掲げる要件を満たす者）②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 健康推進課

補助金名称
男性不妊治療費助成金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市男性不妊治療費助成事業
実施要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

389,922 447,139 496,883
補助率 18.2% 15.9% 17.7%

計 82,000 82,000 78,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 451,004 515,582 439,917
歳出決算額

市　一　般　財　源 82,000 82,000 78,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 86,000 86,000 86,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 82,000 82,000 78,000
⑤不用予算額（①－④） 4,000 4,000 8,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞地域における犯罪予防活動を推進すると共に、犯罪を犯した者の更生を援助し、もって地域の社
会浄化を図り、地域福祉に寄与することを目的とする。

＜効果＞犯罪予防のための社会を明るくする運動等を展開し、犯罪予防と明るく、安心、安全な地域づく
りに寄与する

＜補助対象経費＞

＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 Ｈ１５ 年度 補助
対象者

もとす広域保護司会瑞穂支部
本巣地区更生保護助成会瑞穂支部

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

補助金名称
保護司・更生保護事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市地域福祉活動事業に関す
る補助金等交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×
瑞穂市補助金交付規則には特に支払方法がない
ため、一旦概算払いの後、実績報告書により精
算をしている

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○ 予算内での定額補助となっているため。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
扱う物品等は小額なものであるため、そこまで
は求めていない

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 5,773,777 6,089,077 6,414,660

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

歳出決算額

市　一　般　財　源 5,773,777 6,089,077 6,414,660

市
財
源
内
訳

国　支　出　金

県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 5,774,000 6,465,000 6,993,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 5,773,777 6,089,077 6,414,660

⑤不用予算額（①－④） 223 375,923 578,340

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円
項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 91件 91件 91件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容
＜目的＞　高齢者を敬愛し、市の自治会等が敬老の日にふさわしい行事等を実施した場合に、その費用の一部を助成
することにより、市民が高齢福祉についての関心と理解を深め、また高齢者自らの生活向上に努める意欲を高めるこ
とを目的とする。
＜効果＞　対象の高齢者に自治会等が行事等を実施することにより、市民の高齢福祉への関心と理解を深め、高齢者
自らも生活向上に努める意欲を高めることができる。
＜補助対象経費＞敬老事業対象者一人につき500円、直接事業に参加した対象者一人につき1,300円を追加した
額。（敬老事業を実施した団体に交付）
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H16 年度 補助
対象者

市内に居住する住民基本台帳登
録者で満75歳以上の者②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

補助金名称
敬老会助成金 個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市敬老事業助成金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

×
敬老事業（行事）自体が補助対象となる性質の
ものであるめ。

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

×
お祝いの行事は、高齢者が長く元気に参加して
いただくことも目的に含まれるので、長期化は
やむを得ない。

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
健康上などの理由から参加できる人が前提であ
り、目標値をもって参加者を動員することは、
目的に沿わないと考えられる。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

対象者1名につき５００円、及び事業に直接参
加した者1名につき１，３００円を限度に追加
助成を敬老会実施自治会に支払う内容。削減は
不可能。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
敬老を目的に自治会で取り組んでいただく事業
補助のため、取り扱いやすいようにそこまでは
求めていない。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 243,398 245,135 247,463

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 243,398 245,135 247,463

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 648,000 648,000 540,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 243,398 245,135 247,463
⑤不用予算額（①－④） 404,602 402,865 292,537

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円
項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 51件 50件 47件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容
＜目的＞居宅において常時介護を要する高齢者の主たる介護者に対し、短期入所サービスを利用した場合にその利用
者負担金の一部を助成することにより、介護者の労をねぎらい、高齢者福祉の向上を図る。
＜効果＞助成によって、介護者の労をねぎらうとともに高齢者の福祉向上に効果がある。
＜補助対象経費＞1月の間に10日以内で利用した短期入所サービス（介護保険事業所）の窓口負担分の9割分を助成
（1月につき4日分を限度）。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

実施規則第２条、第3条にて規
定②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

補助金名称
居宅介護者介護慰労事業助成金 個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市居宅介護者慰労事業実施
規則
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

×
この補助金の目的からいって、長期化はやむを
得ない。

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
目標値を設定して行う性質の補助ではないた
め。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ

ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

-96-



●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 Ｈ１５ 年度 補助
対象者

瑞穂市遺族連合会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

補助金名称
瑞穂市遺族連合会活動促進事業補
助金

個別の支出根拠例
規名称

地域福祉活動事業に関する補助
金等交付要綱

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞介護相互の福祉増進を図り、平和の建設に貢献すること。

＜効果＞戦没者の慰霊に関する事業、相互扶助及び福祉増進に関する事業、遺族の生活相談遺族の援助

＜補助対象経費＞

＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,814,000 703,000 681,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,703,000 681,000 658,000
⑤不用予算額（①－④） 111,000 22,000 23,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 1,703,000 681,000 658,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

1,918,117 988,557 854,607
補助率 82.1% 64.1% 72.5%

計 1,703,000 681,000 658,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 2,074,035 1,062,813 907,756
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

×

市遺族会補助金は要綱により予算の範囲内にお
いて支払われ、それを会員数等を基準として各
地域の代表からなる役員会の承認を得て配分し
ているため。

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

×

この欄は○の場合も理由を記入する。
再補助分（地域遺族会）だけでなく、補助先
（市遺族連合会）での活動に係る経費も必要で
あるため。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×
瑞穂市補助金交付規則には特に支払方法がない
ため、一旦概算払いの後、実績報告書により精
算をしている。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

× 活動の事業に対する補助であるため。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
扱う物品等は小額なものであるため、そこまで
は求めていない

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 0 85,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 0 0 85,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,000,000 2,000,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 0 85,000
⑤不用予算額（①－④） 0 3,000,000 1,915,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円
項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） ０ 1件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容
＜目的＞介護職員初任者研修課程(以下「研修」という。)を修了した者に対し、受講料の全部又は一部を助成し、介
護職員の確保を図るとともに、地域介護の担い手を育成することを目的とする。
＜効果＞第２次総合計画における高齢者福祉分野の重点事項として、介護現場の人材不足対応策として市域介護人材
の育成と確保の促進についての効果。
＜補助対象経費＞研修受講に関する経費（上限１０万円）
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H28 年度 補助
対象者

瑞穂市民で瑞穂市で一定期間勤
務等②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） H３１ 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

補助金名称
地方創生事業補助金
（介護人材助成）

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市介護人材育成研修助成金交付要綱・
瑞穂市介護人材育成研修（介護福祉士実務
者研修）助成金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

-102-



№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
目標値の設定ができる性質の補助ではないた
め。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
介護人材の確保が最優先と考え、10万円を上
限として、研修費を補助する内容としているた
め。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 3,163,064 3,886,198 3,838,767

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 3,163,064 3,886,198 3,838,767

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,840,000 3,840,000 4,320,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 3,163,064 3,886,198 3,838,767
⑤不用予算額（①－④） 676,936 -46,198 481,233

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数
目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円
項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 339件 391件 378件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容
＜目的＞在宅の寝たきり老人が日常生活用品（紙おむつ）を購入した場合に、その費用の一部を助成し、その者の日
常生活の便宜を図るとともに介護者の経済負担の軽減を図る。
＜効果＞助成によって、目的達成のために、寝たきりや認知症高齢者等の日常生活への便宜と、介護者の負担軽減に
効果がある。
＜補助対象経費＞紙おむつ（1か月４，０００円を限度）
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの

団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの

イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

要綱第２条にて規定

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

補助金名称
日常生活用品助成事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市寝たきり老人日常生活用
品購入費助成事業実施要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

-107-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ

ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 250,000 300,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 0 250,000 300,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 350,000 250,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 250,000 300,000
⑤不用予算額（①－④） 0 100,000 -50,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円
項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 5件 8件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞高齢者の身近なところに介護予防に取り組める場所を増やし、高齢者の健康の維持増進を図る。
＜効果＞目的達成のために、住民主体で結成された介護予防に取り組む団体に対し補助金を交付することで、これら
の活動への参入と・活動促進の効果がある。
＜補助対象経費＞高熱水費、報償費、消耗品、食糧費（調理実習の食材費に限る）、印刷製本費、通信運搬費、使用
料及び貸借料、活動参加者保険料
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H28 年度 補助
対象者

要綱第２条にて規定
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） H29 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

補助金名称
地域サロン支援事業補助金 個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市地域介護予防活動支援補
助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

×
補助額が小額であるため、実績報告に重点を置
き、申請では具体的積算まで要しないと理解。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

×

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

-111-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ

ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 継続 　継続の場合その理由
H27年度、28年度と一般介護予防事業に資する補助を行ったところですが、今後も一般介護予防事
業として市民主体の通いの場をできるだけつくることを目的に進めていく必要であることから、細
かな部分での変更は考慮しつつも、大枠では引き続き補助金を通じてに育成を図らなければならな
いから。

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
取扱い額の規模が小額な任意団体が対象のた
め、そこまでは求めていない。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

計 2,949,000 3,988,000 2,861,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 1,149,000 988,000 1,061,000
県　支　出　金 900,000 1,500,000 900,000

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0 0 0
市　一　般　財　源 900,000 1,500,000 900,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 2,949,000 3,988,000 2,861,000

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 11,500,000 6,900,000 6,066,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値 95 95 95

⑤不用予算額（①－④） 8,551,000 2,912,000 3,205,000

国・県の基本方針を踏まえ、住宅の耐震化
率を向上（H25：79％→H32：95％）
※９５％目標戸数 約3,400戸 結果 79 79 79

イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 3件 5件 3件

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　地震発生時における既存建築物等の倒壊被害による災害を防止
＜効果＞
　地震による既存建築物等の倒壊被害から市民の生命、身体及び財産を保護
＜補助対象経費＞
　耐震改修工事費、設計費、工事監理費
＜その他＞

上記のいずれにも該当しないもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助

①補助制度開始年度※1 H22 年度 補助
対象者

建物所有者
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 施設整備事業補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 都市開発課

補助金名称 木造住宅耐震補強工事費補助金
個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市建築物等耐震化促進事業
費補助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○
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№

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 都市開発課

補助金名称 建築物耐震診断補助金
個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市建築物等耐震化促進事業
費補助金交付要綱

①補助制度開始年度※1 H22 年度 補助
対象者

建物所有者
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 施設整備事業補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの
施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　地震発生時における既存建築物等の倒壊被害による災害を防止
＜効果＞
　地震による既存建築物等の倒壊被害から市民の生命、身体及び財産を保護
＜補助対象経費＞
　耐震診断費
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 0件 0件 1件

95国・県の基本方針を踏まえ、住宅及び特定建築物の耐震化率を
向上
住宅（H25：79％→H32：95％）目標戸数 約3,400戸
特定建築物（H25：85%→H32：95%）目標棟数 約16棟 結果

79
85

79
85

79
86

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値 95 95

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,000,000 1,000,000 1,000,000

2,000,000 1,000,000 247,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 0 0 753,000
⑤不用予算額（①－④）

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 376,000
県　支　出　金 188,000

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0 0 0
市　一　般　財　源 0 0 189,000

計 0 0 753,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-117-



●平成29年度の支出について

№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 都市開発課

補助金名称 特定建築物耐震補強工事補助金
個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市建築物等耐震化促進事業
費補助金交付要綱

①補助制度開始年度※1 H22 年度 補助
対象者

建物所有者
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 施設整備事業補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの
施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　地震発生時における既存建築物等の倒壊被害による災害を防止
＜効果＞
　地震による既存建築物等の倒壊被害から市民の生命、身体及び財産を保護
＜補助対象経費＞
　耐震改修工事費
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 1件(H27～29 継続事業） 1件(H27～29 継続事業） 1件(H27～29 継続事業）

95
国・県の基本方針を踏まえ、特定建築物の耐震
化率を向上（H25：85%→H32：95%）
目標棟数 約16棟 結果 85 85 86

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値 95 95

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 87,074,000 16,675,000 23,630,000

77,805,000 496,000 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 9,269,000 16,179,000 23,630,000
⑤不用予算額（①－④）

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 4,634,000 8,089,000 11,815,000
県　支　出　金 2,317,000 4,044,000 5,907,000

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0 0 0
市　一　般　財　源 2,318,000 4,046,000 5,908,000

計 9,269,000 16,179,000 23,630,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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●平成29年度の支出について

№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

美江寺自治会

分類※3 イベント補助

市
財
源
内
訳

2,500,000
0

目標値

結果

2,000,000

0 0県　支　出　金
0 0

0 2,000,000 2,000,000市　一　般　財　源
計 2,500,000

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

-2,500,000 0 0

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
2,500,000 2,000,000

目標内容（設定が可能な場合）

2,000,000 2,000,000

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的、効果＞
　中山道や美江寺宿をまちの観光資源として位置づけ、広く内外にアピールことで地域の活性化を図るた
め、「美江寺宿場まつり」に必要な経費に対し補助を行う。

＜補助対象経費＞
　「美江寺宿場まつり」の開催経費。

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

0 2,000,000 2,000,000
2,500,000 2,000,000 2,000,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
- - -補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
- - -

目
標
設
定

- 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
地域資源活性化補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

年度

H31 年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

2,598,231 2,276,092 2,161,804
2,598,231 2,276,092 2,161,804

96.2% 87.9% 92.5%
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

× 本年度中に要綱を作成する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

該当無

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

当補助は、「瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、市の観光力向上のた
め、Ｈ３１までの期間を定め、実施している事業である。宿場祭りは、他地区のお祭り
とは異なり、県外市外の来場者も広く受け入れていることから、自治会の負担だけで実
施することが難しい。以上の点から５０％を超えた補助率で実施しているが、Ｈ３１年
度の補助完了後、継続するかどうか見直しを行う。

-127-



№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
報告書類からは確認できないため、次年度以降
の執行について複数からの見積徴収について依
頼する。

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

みずほ資源環境組合広域協定

分類※3 事業費補助

8,350,343

市
財
源
内
訳

16,700,686
8,350,343

8,325,557 7,515,947市　一　般　財　源
計 33,302,228 30,063,788

その他（　　　　　　　　　　　　　）

33,302,228

33,401,372

8,325,557 7,515,947県　支　出　金

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

628 772 212

歳
出

国　支　出　金 16,651,114 15,031,894

目標値

結果

30,063,788

目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 33,401,372 33,302,228
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

33,401,372

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　地域農業を維持していくため地域住民と協力し、農地・農業水路・農道の保全管理をしていくため。
＜効果＞
　農家と地域住民等の農地維持・資源向上交付金（共同活動・長寿命化）により、農村環境の保全と老朽
化する水路等施設の補修及び機能の向上を図ることができた。
＜補助対象経費＞
　総事業費の1/2国費　1/4県費　1/4市費

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

多面的機能支払交付金実施要綱

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称 多面的機能支払交付金
個別の支出根拠例

規名称

H15 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

1件 1件 1件

年度

30,063,788

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 33,402,000 33,303,000 30,064,000

多面的機能発揮促進事業に関する計画に基
づく。（平成２９年度～平成３３年度　５
年計画）

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

33,401,372 33,302,228 30,063,788
33,401,372 33,302,228 30,063,788

100.0% 100.0% 100.0%
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●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

-130-



№

該当無

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

瑞穂市農業再生協議会

分類※3 団体運営費補助

0

市
財
源
内
訳

0
1,413,031

0 0市　一　般　財　源
計 1,260,681 1,222,912

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

1,260,681

1,413,031

1,260,681 1,222,912県　支　出　金
0 0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

186,969 339,319 377,088

歳
出

国　支　出　金 0 0

目標値

結果

1,222,912

目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 1,568,000 1,296,000
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

154,969 35,319 199,088
1,413,031

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞行政と農業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興や米の需給調整の推進、地域農業の
振興を図るとともに、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成・確保等に資することを目
的とする。

＜効果＞経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金（以下「経営所得安定対策等」と言う。）の推
進

＜補助対象経費＞経営所得安定対策等の実施に必要となる推進活動等のうち、瑞穂市農業再生協議会が行
う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費。

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

経営所得安定対策等実施要綱
他

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
経営所得安定対策推進事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

H25 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
- - -補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

17件 17件 18件

年度

1,422,000

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,600,000 1,600,000 1,600,000

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

1,413,031 1,260,681 1,222,912
1,413,031 1,260,681 1,222,912

100.0% 100.0% 100.0%
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●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○ 国の交付要綱による

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○ 国の交付要綱による

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○ 国の交付要綱による

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

該当無

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

× １００％市補助金により運営している。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

×

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
補助金はすべて事業費（物品購入、委託等）に
支出しておるが、個々の事業に対する補助とす
ると、事務が煩雑になり効率的でない。

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

× 国の交付要綱による

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

国の交付要綱による

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

-135-



№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×

地方自治法施行令第１６７条の２第１項及び、
瑞穂市契約規則第２５条の規定を準用し、購入
予定価格が５万円未満であるか、事業内容が特
殊であり特定の者以外とは契約しがたいため。

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由継続
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

協定防除事業を行う農業生産団
体で市長が認定したもの

分類※3 事業費補助

1,987,600

市
財
源
内
訳

0
0

1,770,200 1,683,000市　一　般　財　源
計 1,770,200 1,683,000

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

1,770,200

1,987,600

0 0県　支　出　金
0 0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

972,400 1,189,800 1,277,000

歳
出

国　支　出　金 0 0

目標値

結果

1,683,000

目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 0 0
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
1,987,600

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
市内における農家の防除活動の安全実施と非農家の生活の安定と調和を図ることを目的として行う。
＜効果＞
防除期間内に一斉に実施した。薬剤の飛散、騒音、臭気などの被害を回避し、防除の効率を上げるととも
に地域住民への影響を最小限に抑えることができた。
＜補助対象経費＞
病害虫防除の防除事業に係る経費 (粒剤、液剤の購入費の補助）
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

瑞穂市協定防除実施対策事業補
助金交付要綱

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
協定防除実施補助金 個別の支出根拠例

規名称

H16 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
2件 2件 2件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

- - -

年度

0

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,960,000 2,960,000 2,960,000

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

- - -
- - -

#VALUE! #VALUE! #VALUE!
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●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

×

対象となる事業は記載されているが、補助率や
具体的な金額は記載されていない。そのため、
補助対象経費について、要綱を改正し、明確に
する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

対象となる事業は記載されているが、補助率や
具体的な金額は記載されていない。そのため、
補助対象経費について、要綱を改正し、明確に
する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

該当無

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

×
補助単価及び補助率の設定根拠を定めていない
ため、要綱を改正し、明確にする。

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

×
補助対象となる経費を明確にしていないため、
交付要綱を変更し補助対象経費を明確にする。

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

該当無

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

農業者、農業者の組織する団
体、民間事業者

分類※3 事業費補助

0

市
財
源
内
訳

0 0市　一　般　財　源
計 0 9,460,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

0

9,460,000県　支　出　金
0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

0 0 -9,460,000

歳
出

国　支　出　金 0

目標値

結果

9,460,000

目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞水田・畑作・野菜・果樹等の産地が創意工夫を活かし、地域の強みを活かして進める技術革新を
促進することにより、農業の国際競争力の強化を図ることを目的とする。

＜効果＞農業機械等の導入に係る経費を補助することで、産地の収益性の向上につなげる。

＜補助対象経費＞農業機械等の導入及びリースに係る経費、生産資材の導入等に係る経費、農業施設整備
に係る経費。

＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

産地ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業実施要綱　他

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
産地パワーアップ事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

H29 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
1件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

-

年度

0

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 0

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

- - -
- - -

#VALUE! #VALUE! #VALUE!
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●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○ 国の交付要綱に準ずる

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○ 国の交付要綱に準ずる

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

該当無

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

-143-



№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由継続
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

H32 年度

91.9% 90.3% 91.1%

団体運営費補助の場合団体加入者総数
- - -補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

433件 433件 424件

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1 H16 年度

年度

1,882,318
1,865,700 1,898,434 1,882,318

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

1,865,700 1,898,434

単位：円

保護目的補助金

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞瑞穂市農業振興会の団体運営費を補助することによって、農業全体の振興を図ることを目的とす
る。

＜効果＞安全・安心・健康な農産物の生産、生産・宣伝・販売を通した消費者ニーズの把握、地産地消を
第一とした消費拡大。

＜補助対象経費＞瑞穂市農業振興会の事業に係る経費（組織団体運営費補助、備品購入費、会議費）。

＜その他＞

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助

1,714,000 1,714,000

補助金名称
瑞穂市農業振興会補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課
瑞穂市農業関係振興補助金交付要綱

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

1,713,614 1,713,918

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

国　支　出　金 0 0

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

75 386 82
1,713,925

1,714,000
1,714,000

市
財
源
内
訳

0
0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

75 386 82

歳
出

イベント補助
団体運営費補助

法令に基づく補助
事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの
市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

目
標
設
定

利子補給金

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

③精算返金額（ある場合のみ記入）

結果

市　一　般　財　源
計 1,713,925

1,713,614 1,713,918

0 0県　支　出　金
0 0

1,713,925 1,713,614 1,713,918

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

1,714,000 1,714,000

補助
対象者

瑞穂市農業振興会

分類※3 団体運営費補助
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●平成29年度の支出について

№ ○×チェックポイント

市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

×の場合、その理由と今後の対応について記入

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

○

再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

○

組織団体数が多く、農業振興会が取りまとめの
うえ交付申請することにより事務の効率化が図
られている。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 今後、要綱の改正を検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

14
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№

15

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

組織団体である瑞穂市柿振興会、巣南梨振興
会、巣南苺振興会、瑞穂市水田農業担い手連絡
協議会、瑞穂市おんさい広場出荷者協議会の事
業費を含めた総事業費では２０％以下となる。

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

17

○

団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント

16

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
事業が多岐にわたり、また細分化しているため
個別の事業費補助は現実的でない。

27
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

　継続の場合その理由

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

× Q&Aを蓄積していく。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

× 見積もり徴収の周知を図る。

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

H32 年度

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

団体運営費補助の場合団体加入者総数
1件 2件 3件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

- - -

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1 H24 年度

年度

-
- - -

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

- -

単位：円

保護目的補助金

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
農業従事者の高齢化が進展する中、高齢化解消のために新規就農者の定着を図ることを目的とする。
＜効果＞
就農直後の経営確立を支援する資金（5年以内）を交付し経営の安定を図る。
＜補助対象経費＞
農業経営開始初年度は150万円の補助。
次年度より350万円から前年の総所得を減じた額に3/5を乗じて得た額を補助。
＜その他＞

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助

3,000,000 3,000,000

補助金名称
農業次世代人材投資事業 (旧青年就
農給付金）

個別の支出根拠例
規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

農業人材力強化総合支援事業実
施要綱

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

3,000,000 3,000,000

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

国　支　出　金 0 0

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
750,000

3,000,000
750,000

市
財
源
内
訳

0
750,000

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

750,000 0 0

歳
出

イベント補助
団体運営費補助

法令に基づく補助
事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの
市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

目
標
設
定

利子補給金

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

③精算返金額（ある場合のみ記入）

結果

市　一　般　財　源
計 750,000

3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000県　支　出　金
0 0

0 0 0

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

1,500,000 3,000,000

補助
対象者

認定新規就農者

分類※3 事業費補助
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●平成29年度の支出について

№ ○×チェックポイント

市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

×の場合、その理由と今後の対応について記入

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

×
制度上、申請時には補助金の内訳を提出しても
らっていないが、事業完了後、実績 (内訳も添
付) を確認し清算している。

8

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

14
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№

15

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○ 5年後の経営の安定を目標としている。

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
国の交付要綱に沿って交付している （新規就農
者の前年の所得により補助額が変動するため補
助対象経費の50%を超えることもある)。

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

17

該当無

団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント

16

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

27
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

　継続の場合その理由

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

×
制度上、市税の納付状況を交付用件としていな
いため。

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

岐阜県農業協同組合中央会

分類※3 事業費補助

515,800

市
財
源
内
訳

0
515,800

411,900 579,330市　一　般　財　源
計 823,800 1,158,660

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

823,800

1,031,600

411,900 579,330県　支　出　金
0 0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

368,400 576,200 241,340

歳
出

国　支　出　金 0 0

目標値

結果

1,158,660

目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 1,031,600 823,800
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
1,031,600

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
岐阜県補助制度を活用し県･市・JA中央会が共同で学校給食に地元産(県内産・市内産）農産物を利用し
た際の購入費の一部を補助し、地産地消を推進することを目的とする。
＜効果＞
将来にわたって県内及び市内農産物に愛着を持つことにより継続的な消費の拡大を図る。
＜補助対象経費＞
農産物については市及び県より2/3補助
水産物については市及び県より全額補助
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

学校給食地産地消推進事業実施
要領

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称 学校給食地産地消推進事業補助金
個別の支出根拠例

規名称

H18 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
- - -補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
- - -

年度

1,158,660

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,400,000 1,400,000 1,400,000

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

- - -
- - -

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

-153-



●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×
要領に補助金の交付方法は定められていない
が、事業の仕組上、概算払いで支払し、実績を
確認して清算している。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

該当無

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

該当無

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

瑞穂市商工会

分類※3 事業費補助

0

市
財
源
内
訳

- -

0 1,000,000市　一　般　財　源
計 0 1,000,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

0

0

0 0県　支　出　金
0 0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

0 0 0

歳
出

国　支　出　金 0 0

目標値

結果

1,000,000

-
目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 0
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　総合計画、瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる目標指標達成のため、創業支援事業に対し
補助を行う。
＜効果＞
　地域産業の活性化、雇用の拡大が促進される。
＜補助対象経費＞
　創業のため、商工会から1月以上かつ4回以上の指導を受け、経営、財務、人材育成及び販路開拓の4
項目の知識を習得し、商工会が作成し整備した創業支援カルテにて4項目の受講証明をするまでに要する
経費

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

瑞穂市商工業振興事業補助金交
付要綱

目
標
設
定

年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
創業支援事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

H28 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
- - -補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
- - -

H31 年度

1,000,000

-

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 0 1,000,000

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

0 1,304,975
0 1,304,975

#DIV/0! #DIV/0! 76.6%
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●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 今後、要綱の改正を検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

該当無

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

該当無

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

商工会は、当補助金とは別に団体運営費補助を
受けているが、当補助は事業費補助であるた
め、統合することは好ましくない。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

創業支援事業は、「総合計画」「瑞穂市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」に市が取り組むこととし
て掲げている事業であるため、補助率は１００％と
している。

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

瑞穂市商工会

分類※3 団体運営費補助

9,000,000

市
財
源
内
訳

0
0

- - -

9,345,580 9,676,226市　一　般　財　源
計 9,345,580 9,676,226

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

9,345,580

9,000,000

0 0県　支　出　金
0 0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

1,000,000 654,420 323,774

歳
出

国　支　出　金 0 0

目標値

結果

9,676,226

- -
目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 9,000,000 10,000,000
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 654,420 323,774
9,000,000

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容
＜目的、効果＞
　市内の商工会が行う小規模事業者の指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費を補助し、商工業の総
合的な発展に寄与することを目的とする。

＜補助対象経費＞
(1)　経営改善普及事業　査定事業費のうち国県補助金及びその他特定財源を除く事業費の2分の1以内の額
(2)　一般事業費　査定事業費のうち特定すべき財源を除く事業費の3分の1以内の額。ただし、地域振興事業、青年部活動事業及
び女性部活動事業のうち市長が必要と認めた事業については、市長が認めた額
(3)　管理費　渉外費を除いた査定事業費のうち特定財源を除く3分の1以内で、市長が定める額

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

瑞穂市商工業振興事業補助金交
付要綱

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
商工会活動補助金 個別の支出根拠例

規名称

H15 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
- - -補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

844名 851名 850名

- 年度

10,000,000

-

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

60,901,254 64,146,901 61,761,781
57,583,648 60,989,441 58,994,709

14.8% 14.6% 15.7%
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●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 今後、要綱の改正を検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

○

再補助先は、商工会の事業の一部を特化して実
施する組織であるため、市から補助することは
効率的ではないと考える。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

○

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

○ 不定期で入手している。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

○

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

商工会は、当補助金とは別に事業費補助を受け
ているが、当補助は団体運営費補助であるた
め、統合することは好ましくない。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
県の補助内容に合わせて補助しており、人件費
などの管理部門の補助もあるため不可能。

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

地域及び農地所有者

分類※3 事業費補助

14,000

市
財
源
内
訳

39,526,000

0 0市　一　般　財　源
計 2,468,000 3,036,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

2,468,000

39,540,000

県　支　出　金

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

-1,049,000 8,332,000 1,264,000

歳
出

国　支　出　金 2,468,000 3,036,000

目標値

結果

3,036,000

目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

39,540,000

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・
集約化を加速することを目的とする。
＜効果＞
担い手へ集積・集約化を図ることができる
＜補助対象経費＞
１０aあたり５０，０００円
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政課

農地集積・集約化対策事業実施
要綱

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
機構集積協力金交付事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

H27 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
45件 10件 16件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

年度

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 38,491,000 10,800,000 4,300,000

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

該当無

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

該当無

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

農業協同組合等

分類※3 事業費補助

0

市
財
源
内
訳

0
11,250,000

0 0市　一　般　財　源
計 1,987,000 4,315,000

その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

1,987,000

11,250,000

1,987,000 4,315,000県　支　出　金
0 0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

3,750,000 263,000 605,000

歳
出

国　支　出　金 0 0

目標値

結果

4,315,000

目標内容（設定が可能な場合）

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 0 0
③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
11,250,000

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞農業協同組合等が行う「ぎふ農業・農村基本計画」（平成２８～３２年度）の３つの基本方針
（多様な担い手づくり、売れるブランドづくり、住みよい農村づくり）に沿った産地構造改革の取組と基
幹的共同利用施設の改良整備を支援することにより、未来につながる農業・農村づくりを推進することを
目的とする。

＜効果＞農家一戸当たりの農業所得の向上、農業従事者の減少と急速な高齢化による担い手不足の解消、
老朽化が進む基幹的共同利用施設の改良

＜補助対象経費＞農業協同組合等が行う「ぎふ農業・農村基本計画」に沿った産地構造改革の取組と基幹
的共同利用施設の改良整備を推進するために必要となる機械・施設等の導入、整備に要する経費

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの利子補給金

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 商工農政観光課

岐阜県農業振興事業補助金交付
要綱　他

目
標
設
定

年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
元気な農業産地構造改革支援事業
補助金

個別の支出根拠例
規名称

H25 年度

団体運営費補助の場合団体加入者総数
1件 1件 2件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

- - -

H30 年度

0

上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 15,000,000 2,250,000 4,920,000

事業費補助

その他補助

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

- - -
- - -

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

-169-



●平成29年度の支出について

№

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○ 県の交付要綱による

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○ 県の交付要綱による

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○ 県の交付要綱による

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

×の場合、その理由と今後の対応について記入○×チェックポイント

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

該当無

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24

18

団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

20

団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

県の動向を注視し、要望に迅速に対応できるようにする。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 1,012,252 924,419 853,360

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 1,012,252 924,419 853,360

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,500,000 2,700,000 2,500,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,012,252 924,419 853,360
⑤不用予算額（①－④） 2,487,748 1,775,581 1,646,640

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 16件 18件 11件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
可燃ごみ及び不燃ごみを衛生的かつ適正に維持管理し、ごみ収集の効率化を図るため。
＜効果＞
集積場の衛生的な管理及び不法投棄の抑止
＜補助対象経費＞
集積場設置に要した経費の１/２を補助する。（上限１０万円）
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

自治会及び市長が認めるごみ集
積場の管理者②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 環境課

補助金名称
ごみ集積所助成金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市ごみ集積場設置補助金交
付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×
交付方法は瑞穂市補助金交付規則の定めるとこ
ろによる。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

自治会は市から様々な補助を受けているが、各
自治会で設置する集積場の数が相違することか
ら、個々の集積場の設置の際に補助すべきもの
である。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
人口の増加や集積場の老朽化などに応じて自治
会が必要と判断することであるため、不可能。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

要綱に規定する生ごみ処理容器
を購入した市内に居住する者②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 環境課

補助金名称
生ごみ処理容器等購入助成金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市生ごみ処理容器購入補助
金交付要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 事業費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
一般家庭から出る生ごみの自家処理及び減量等の推進を図るため。
＜効果＞
一般家庭から出るごみの減量
＜補助対象経費＞
処理容器購入費用の２/3を補助する。（上限３万円）
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 32件 23件 23件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 780,000 780,000 780,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 755,200 562,380 357,380
⑤不用予算額（①－④） 24,800 217,620 422,620

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 755,200 562,380 357,380

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 755,200 562,380 357,380

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

×
処理容器を実際に購入した場合の補助金である
ことから設定していない。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

0 0 0
補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 96,730,000 82,061,000 93,218,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 0 0 0
歳出決算額

市　一　般　財　源 32,909,000 24,634,000 27,562,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 31,578,000 30,074,000 34,584,000
県　支　出　金 32,243,000 27,353,000 31,072,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 112,778,000 112,778,000 112,778,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 96,730,000 82,061,000 93,218,000
⑤不用予算額（①－④） 16,048,000 30,717,000 19,560,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 208件 201件 221件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、公共水域の水質の改善を図るため。
＜効果＞
河川の水質汚濁の抑止
＜補助対象経費＞
５人槽～50人槽の浄化槽設置に係る本体及び設置工事費に対して、人槽別の補助単価により補助する。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

要綱に規定する地域内において、処理
対象人員50人以下の浄化槽を設置し

た者（補助要件有り）②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 環境課

補助金名称
浄化槽設置整備補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

国庫、県費補助を伴っており、市要綱でも国の
基準に準じて補助額を設定しているが、国の基
準が補助率制ではない（単価制）。今後も現在
と同様に国の基準に準じた設定で運用したい。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助率ではなく補助単価での交付のため、補助
金額に影響（変動）は無く、今後も現在と同様
の基準で運用したい。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

下水道処理区域内において、くみ取便所の
水洗便所への改造、汚水を下水道へ直接排
除するための改造を伴う排水設備等の工事
者分類※3 利子補給金

市
財
源
内
訳

目標値

結果

県　支　出　金

0 0 0市　一　般　財　源
計 0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

33,000 15,000 17,000

歳
出

国　支　出　金

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

目標内容（設定が可能な場合）

0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
くみ取便所の水洗便所への改造、汚水を下水道へ直接排除するための改造及びこれに伴う排水設備等の工
事に必要な資金の融資あっ旋及び利子補給の措置を講ずることにより、水洗便所の普及と公衆衛生の向上
を図ることを目的とする。
＜効果＞
排水設備工事の借入に伴う利子補給により、水洗化が促進され公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全が
図られる。
＜補助対象経費＞
資金の貸付けを受けた借受人に対し、あっ旋額に係る利子の全額
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

33,000 15,000 17,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
排水設備借入金利子補給金（一般
会計）

個別の支出根拠例
規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 下水道課

瑞穂市排水設備等改造資金融資
あっ旋及び利子補給に関する規則

H21 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
公衆衛生等の向上を図ることを目的としている
ことに加えて、瑞穂市上下水道審議会にて利子
補給を行う旨の答申があり、今後も継続する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

17

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
借入金に係る利子のみが対象であることから削
減は不可能であり、利率も金融機関との協定に
より統一化を図っているため今後も継続する。
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

　下水道接続に伴う排水設備工事の促進のため。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

○

継続
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

H32 年度

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

団体運営費補助の場合団体加入者総数
1件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1 H21 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

単位：円

保護目的補助金

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
くみ取便所の水洗便所への改造、汚水を下水道へ直接排除するための改造及びこれに伴う排水設備等の工
事に必要な資金の融資あっ旋及び利子補給の措置を講ずることにより、水洗便所の普及と公衆衛生の向上
を図ることを目的とする。
＜効果＞
排水設備工事の借入に伴う利子補給により、水洗化が促進され公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全が
図られる。
＜補助対象経費＞
資金の貸付けを受けた借受人に対し、あっ旋額に係る利子の全額
＜その他＞

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助

補助金名称
排水設備借入金利子補給金（下水
道事業特別会計）

個別の支出根拠例
規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 下水道課

瑞穂市排水設備等改造資金融資
あっ旋及び利子補給に関する規則

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

国　支　出　金

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0
1,292

17,000
0

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

44,708 15,000 17,000

歳
出

イベント補助
団体運営費補助

法令に基づく補助
事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの
市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

目
標
設
定

利子補給金

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

③精算返金額（ある場合のみ記入）

市
財
源
内
訳

1,292結果

市　一　般　財　源
計 1,292

県　支　出　金

1,292 0 0

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

46,000 15,000

補助
対象者

下水道処理区域内において、くみ取便所の
水洗便所への改造、汚水を下水道へ直接排
除するための改造を伴う排水設備等の工事
者分類※3 利子補給金
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●平成29年度の支出について

№

この欄は○の場合も理由を記入する。

○×チェックポイント

市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

×の場合、その理由と今後の対応について記入

×
公衆衛生等の向上を図ることを目的としている
ことに加えて、瑞穂市上下水道審議会にて利子
補給を行う旨の答申があり、今後も継続する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

14
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№

15

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
借入金に係る利子のみが対象であることから削
減は不可能であり、利率も金融機関との協定に
より統一化を図っているため今後も継続する。

団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無19

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

該当無

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

17

該当無

団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント

16

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

27
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№

継続※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

　下水道接続に伴う排水設備工事の促進のため。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

　継続の場合その理由

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

○

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 平成29 年度 補助
対象者

要綱第2条に規定する職員
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 教育総務課

補助金名称
インフルエンザ予防接種費用補助
金

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市保育所等勤務者に対するインフルエ
ンザ予防接種費用補助金交付要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※3 その他補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞　市内の園児、児童生徒のインフルエンザの流行の防止かつ市の保育所等に勤務する保育士等の保健のた
め

＜効果＞　市内の園児、児童生徒のインフルエンザの流行の防止

＜補助対象経費＞　年度内において、1人につき1回1,000円

＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 91件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 192,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 91,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 101,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 0 0 91,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 0 91,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

該当無

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

該当無

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

該当無

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

該当無

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 趣旨にそぐわないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

× 実費弁償であり、未納等想定していない。
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

市内小中学校

分類※3 事業費補助

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

6,304,411

0 0県　支　出　金

7,593,407 6,815,372 6,304,411市　一　般　財　源
計 7,593,407

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

1,406,593 684,628 1,195,589

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

911,993 617,530 675,549
7,593,407 6,815,372

目標内容（設定が可能な場合）

6,815,372 6,304,411

その他（　　　　　　　　　　　　　）

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　教育振興の円滑な実施及び充実に資するため。
＜効果＞
　各小中学校の特色を活かし、魅力のある学校づくり事業を推進する。
＜補助対象経費＞
　謝礼金、活動用消耗品費、通信費、保険料等
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

9,000,000 7,500,000 7,500,000
8,505,400 7,432,902 6,979,960

団体運営費補助の場合団体加入者総数
10件 10件 10件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

10件 10件 10件

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
教育特活事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 学校教育課

瑞穂市教育振興事業補助金

H22 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

7,593,407 6,815,372 6,304,411
7,593,407 6,815,372 6,304,411

100.0% 100.0% 100.0%
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

本事業運用のための補助金であるが、当該年度が終了する
時点で金額が確定するため、当初は概算払いとして支出し
ている。交付要綱等には、現時点で定められていないた
め、規定するよう検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

461,298 461,316 431,316
461,298 461,316 431,316
100.0% 100.0% 100.0%

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
緊急情報配信事業補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 学校教育課

瑞穂市教育振興事業補助金

H22 年度

年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

495,000 495,000 495,000
461,298 461,316 431,316

団体運営費補助の場合団体加入者総数
10件 10件 10件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

10件 10件 10件

目
標
設
定

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　教育振興の円滑な実施及び充実に資するため。
＜効果＞
　学校及びPTAによる緊急情報等の電子メールを配信することで、児童生徒の安全を確保する。
＜補助対象経費＞
　メール配信サービス利用料等
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

33,702 33,684 63,684

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
461,298 461,316

目標内容（設定が可能な場合）

461,316 431,316

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

431,316

0 0県　支　出　金

461,298 461,316 431,316市　一　般　財　源
計 461,298

補助
対象者

市内小中学校

分類※3 事業費補助
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●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

本事業運用のための補助金であるが、当該年度が終了する
時点で金額が確定するため、当初は概算払いとして支出し
ている。交付要綱等には、現時点で定められていないた
め、規定するよう検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

0 0 0
0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
中学校校外活動補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 学校教育課

瑞穂市教育振興事業補助金

H22 年度

年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

50,000 50,000 50,000
0 0 0

団体運営費補助の場合団体加入者総数
3件 3件 3件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

3件 3件 3件

目
標
設
定

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　教育振興の円滑な実施及び充実に資するため。
＜効果＞
　修学旅行、宿泊研修等の事前調査に要する費用を補助する。
＜補助対象経費＞
　交通費等
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

50,000 50,000 50,000

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
0 0

目標内容（設定が可能な場合）

0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

0

0 0県　支　出　金

0 0 0市　一　般　財　源
計 0

補助
対象者

市内中学校

分類※3 事業費補助

-205-



●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

本事業運用のための補助金であるが、当該年度が終了する
時点で金額が確定するため、当初は概算払いとして支出し
ている。交付要綱等には、現時点で定められていないた
め、規定するよう検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

市内中学校

分類※3 事業費補助

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

571,910

0 0県　支　出　金

245,452 80,880 571,910市　一　般　財　源
計 245,452

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

154,548 319,120 -171,910

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 170
245,452 80,880

目標内容（設定が可能な場合）

80,880 571,910

その他（　　　　　　　　　　　　　）

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　教育振興の円滑な実施及び充実に資するため。
＜効果＞
　中学校体育連盟主催等の大会、各種大会等への派遣に要する費用に対する補助
＜補助対象経費＞
　交通費、宿泊料、参加費等
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

400,000 400,000 400,000
245,452 80,880 572,080

団体運営費補助の場合団体加入者総数
3件 3件 3件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

3件 3件 3件

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
中学校選手派遣補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 学校教育課

瑞穂市教育振興事業補助金

H22 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

245,452 80,880 571,910
245,452 80,880 571,910
100.0% 100.0% 100.0%
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

本事業運用のための補助金であるが、当該年度が終了する
時点で金額が確定するため、当初は概算払いとして支出し
ている。交付要綱等には、現時点で定められていないた
め、規定するよう検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

347,256 348,760 349,123
347,256 348,760 349,123
100.0% 100.0% 100.0%

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
学校保健会補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 学校教育課

瑞穂市教育振興事業補助金

H22 年度

年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

350,000 350,000 350,000
350,000 350,000 350,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
1件 1件 1件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

1件 1件 1件

目
標
設
定

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　教育振興の円滑な実施及び充実に資するため。
＜効果＞
　児童生徒の健康課題に対する対策の充実
＜補助対象経費＞
　謝礼金、事務消耗品、調査研究費等
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

2,744 1,240 877

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

2,744 1,240 877
347,256 348,760

目標内容（設定が可能な場合）

348,760 349,123

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

349,123

0 0県　支　出　金

347,256 348,760 349,123市　一　般　財　源
計 347,256

補助
対象者

瑞穂市学校保健会

分類※3 事業費補助
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●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

本事業運用のための補助金であるが、当該年度が終了する
時点で金額が確定するため、当初は概算払いとして支出し
ている。交付要綱等には、現時点で定められていないた
め、規定するよう検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○
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№

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○
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№

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

学校法人　岐阜朝鮮学園

分類※3 事業費補助

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

20,000

0 0県　支　出　金

20,000 20,000 20,000市　一　般　財　源
計 20,000

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

9,000 9,000 9,000

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

0 0 0
20,000 20,000

目標内容（設定が可能な場合）

20,000 20,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　教育振興の円滑な実施及び充実に資するため。
＜効果＞
　朝鮮学校教育の推進及び振興を図る
＜補助対象経費＞
　施設整備費、教材費等
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

29,000 29,000 29,000
20,000 20,000 20,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数
1件 1件 1件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

1件 1件 1件

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
岐阜朝鮮学園補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 学校教育課

瑞穂市教育振興事業補助金

H22 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000
100.0% 100.0% 100.0%
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

本事業運用のための補助金であるが、当該年度が終了する
時点で金額が確定するため、当初は概算払いとして支出し
ている。交付要綱等には、現時点で定められていないた
め、規定するよう検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助
対象者

市内小中学校

分類※3 事業費補助

市
財
源
内
訳

0
0

目標値

結果

663,064

0 0県　支　出　金

636,148 629,846 663,064市　一　般　財　源
計 636,148

③サンセット年度※2（②がない場合のみ）

300,852 374,154 390,936

歳
出

国　支　出　金 0 0

③精算返金額（ある場合のみ記入）
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③）
⑤不用予算額（①－④）

261,172 309,094 214,596
636,148 629,846

目標内容（設定が可能な場合）

629,846 663,064

その他（　　　　　　　　　　　　　）

利子補給金

単位：円

保護目的補助金
イベント補助

団体運営費補助
法令に基づく補助

事業費補助

その他補助

市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令により補助が義務付けされているもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　教育振興の円滑な実施及び充実に資するため。
＜効果＞
　実践的、体験的な活動の中で、周りの人と関わる楽しさを感じさせ、児童生徒の自立を促す。
＜補助対象経費＞
　謝礼金、校外活動費、交通費等
＜その他＞

市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設整備事業補助
施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度項目

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載）
②概算払い補助額（ある場合のみ記入）

937,000 1,004,000 1,054,000
897,320 938,940 877,660

団体運営費補助の場合団体加入者総数
10件 10件 10件補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

10件 10件 10件

目
標
設
定

H32 年度

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入）

①補助制度開始年度※1

補助金名称
特別支援学級補助金 個別の支出根拠例

規名称

年度補助金チェックシート平成 29

担当課 学校教育課

瑞穂市教育振興事業補助金

H22 年度

年度

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額

補助率
歳出決算額

636,148 629,846 663,064
636,148 629,846 663,064
100.0% 100.0% 100.0%
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●平成29年度の支出について

№

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×

本事業運用のための補助金であるが、当該年度が終了する
時点で金額が確定するため、当初は概算払いとして支出し
ている。交付要綱等には、現時点で定められていないた
め、規定するよう検討する。

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

6

9

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

○×チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

27

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

20

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○19

17

目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

○

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○
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№

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応……

現状維持以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

　継続の場合その理由

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H18 年度 補助
対象者

清流みずほ保育園　外

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 幼児支援課

補助金名称
運営費補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市私立保育所等補助金交付
要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 施設運営補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　私立保育所等の管理運営に寄与し、児童福祉の推進を図る
＜効果＞
　保育内容の充実
＜補助対象経費＞
　市内所在の保育所等で保育事業を実施するに必要な費用
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 2件 2件 2件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 11,218,000 11,802,000 17,185,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 12,150,431 12,226,764 11,689,788
⑤不用予算額（①－④） -932,431 -424,764 5,495,212

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 12,150,431 12,226,764 11,689,788
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 12,150,431 12,226,764 11,689,788

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 12,150,431 12,226,764 11,689,788

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 規則改正を検討する

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

× 運営費全般としているため

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 年度 補助
対象者

清流みずほ保育園　外

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 幼児支援課

補助金名称
延長保育対策費補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市私立保育所等補助金交付
要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 施設運営補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　私立保育所等の管理運営に寄与し、児童福祉の推進を図る
＜効果＞
　延長保育事業の充実
＜補助対象経費＞
　11時間30分以上の保育を実施する保育所等で延長保育事業を実施するに必要な費用
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 2件 2件 2件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,200,000 2,684,000 2,542,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,200,000 1,942,000 1,942,000
⑤不用予算額（①－④） 0 742,000 600,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 1,200,000 1,942,000 1,942,000
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 400,000 648,000 648,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 400,000 647,000 647,000
県　支　出　金 400,000 647,000 647,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 1,200,000 1,942,000 1,942,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 規則改正を検討する

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 年度 補助
対象者

清流みずほ保育園　外

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 幼児支援課

補助金名称
一時預かり事業費補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市私立保育所等補助金交付
要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 施設運営補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　私立保育所等の管理運営に寄与し、児童福祉の推進を図る
＜効果＞
　一時預かり事業の充実
＜補助対象経費＞
　保育所等で一時預かり事業を実施するに必要な費用
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 2件 2件 3件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,580,000 2,705,000 2,705,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,580,000 2,098,920 2,326,720
⑤不用予算額（①－④） 0 606,080 378,280

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 1,580,000 2,098,920 2,326,720
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 528,000 700,920 776,720

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 526,000 699,000 775,000
県　支　出　金 526,000 699,000 775,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 1,580,000 2,098,920 2,326,720

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 規則改正を検討する

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 年度 補助
対象者

清流みずほ保育園　外

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 幼児支援課

補助金名称
地域子育て支援センター事業費補
助金

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市私立保育所等補助金交付
要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 施設運営補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　私立保育所等の管理運営に寄与し、児童福祉の推進を図る
＜効果＞
　子育て支援拠点事業の充実
＜補助対象経費＞
　保育所等で子育て支援拠点事業を実施するに必要な費用
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 2件 2件 2件
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 14,906,000 14,906,000 14,906,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 12,838,835 14,117,176 12,784,577
⑤不用予算額（①－④） 2,067,165 788,824 2,121,423

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 13,522,727 14,117,176 15,278,577
③精算返金額（ある場合のみ記入） 683,892 2,494,000

市　一　般　財　源 4,280,835 4,707,176 4,262,577

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 4,279,000 4,705,000 4,261,000
県　支　出　金 4,279,000 4,705,000 4,261,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 12,838,835 14,117,176 12,784,577

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 規則改正を検討する

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

該当無

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 503,530 936,980 1,352,505

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 253,530 556,980 1,007,505

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金 250,000 380,000 345,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,373,000 1,546,000 1,687,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 503,530 936,980 1,352,505
⑤不用予算額（①－④） 2,869,470 609,020 334,495

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 3件 2件 2件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
認可外保育施設の管理運営に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的とする
＜効果＞
利用者の負担軽減及び施設の設備等の充実
＜補助対象経費＞
保育事業の運営に係る経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※3 施設運営補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 平成15 年度 補助
対象者

認可外保育施設
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 幼児支援課

補助金名称 認可外保育所入所者補助金
個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市保育室事業補助金交付要
綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

該当無

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

該当無

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

× 保育運営費全般としているため

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

×
県費補助は０・１歳児が対象だが、市単独補助
として２歳児を対象としている。（定員都合で
認可保育施設を利用できない児童がいるため）

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

-243-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

× 運営費全般を補助としているため

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 9,750,000 16,500,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 0 1,084,000 1,834,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 8,666,000 14,666,000
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 8,250,000 17,820,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 9,750,000 16,500,000
⑤不用予算額（①－④） 0 -1,500,000 1,320,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 9,750,000 16,500,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0 0

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 件 1件 1件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
児童福祉の向上を図るため、私立小規模保育施設が実施する施設整備事業に補助するもの
＜効果＞
私立小規模保育施設施設の拡大及び設備等の充実
＜補助対象経費＞
小規模保育施設等の新築、増築、改築及び施設整備に係る経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※3 施設整備事業補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 平成27 年度 補助
対象者

ニチイキッズ瑞穂保育園
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 幼児支援課

補助金名称 小規模保育所設置事業補助金
個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市私立保育所等施設整備補
助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×
補助対象者の支払済分について要望があった場
合、決裁により概算払（部分払）を実施してい
るため、概算払の明記について検討する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

県からの直接補助ため（県産材需要拡大施設等
整備事業等）

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

補助率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

計 0 6,000,000 95,857,500

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額
歳出決算額

市　一　般　財　源 0 2,000,000 10,651,500

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 4,000,000
県　支　出　金 85,206,000

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 6,000,000 94,013,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 6,000,000 95,857,500
⑤不用予算額（①－④） 0 0 -1,844,500

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 6,000,000 95,857,500
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0 0

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入） 件 1件 1件

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
児童福祉の向上を図るため、私立保育所等が実施する施設整備事業に補助するもの
＜効果＞
私立保育施設施設の拡大及び設備等の充実
＜補助対象経費＞
保育所等の新築、増築、改築及び施設整備に係る経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※3 施設整備事業補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 平成17 年度 補助
対象者

清流みずほ認定こども園
②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 幼児支援課

補助金名称 私立保育所施設整備補助金
個別の支出根拠例

規名称
瑞穂市私立保育所等施設整備補
助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

○

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

×
補助対象者の支払済分について要望があった場
合、決裁により概算払（部分払）を実施してい
るため、概算払の明記について検討する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

×

県からの直接補助ため（県産材需要拡大施設等
整備事業等）

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

1,322,046 1,321,000 1,273,292
補助率 100.0% 100.0% 99.7%

計 1,322,000 1,321,000 1,327,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 1,322,046 1,321,000 1,330,564
歳出決算額

市　一　般　財　源 1,322,000 1,321,000 1,327,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,322,000 1,321,000 1,327,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,322,000 1,321,000 1,327,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 1,322,000 1,321,000 1,327,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0 0 0

団体運営費補助の場合団体加入者総数 5,553件 5,597件 5,678件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　校区住民の願いや要望が反映した活動を実施し、住民のふれあいを通じて明るく住みやすい校区にする
ことを目的とする。
＜効果＞
　校区住民の健康増進と福祉の推進及び文化の向上。
＜補助対象経費＞
　校区住民の体育、文化、福祉、保健その他生涯学習の推進を図るための諸事業に要する経費。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

生津自治会連合会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
生涯学習地域振興組織補助
（生津小校区ふれあい活動委員会）

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市教育振興事業補助金交付
要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化できる事業内容ではないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　校区住民の体育、文化、福祉、保健その他生
涯学習の推進を図るために様々な事業を行って
おり、自主財源だけでは効果的な事業実施がで
きなくなるため、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

1,929,187 2,204,402 2,216,086
補助率 77.6% 70.3% 71.3%

計 1,702,000 1,707,000 1,705,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 2,192,802 2,427,621 2,390,225
歳出決算額

市　一　般　財　源 1,702,000 1,707,000 1,705,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,702,000 1,707,000 1,705,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 1,702,000 1,707,000 1,705,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 1,702,000 1,707,000 1,705,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0 0 0

団体運営費補助の場合団体加入者総数 8,477件 8507件 8500件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞校区の住民の健康の増進と、福祉の増進及び文化の向上のため活動を実施し、住民のふれあいを
通じて明るく住みやすい校区にすることを目的とする。

＜効果＞社会教育、社会体育、環境美化等に関する自主的な活動

＜補助対象経費＞小学校区の体育、文化、福祉、保健その他生涯学習の推進を図るための諸事業に要する
経費

＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

本田校区いきいき活動委員会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
生涯学習地域振興組織補助
（本田校区いきいき活動委員会）

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市教育振興事業補助金交付
要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化できる事業内容ではないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　校区住民の体育、文化、福祉、保健その他生
涯学習の推進を図るために様々な事業を行って
おり、自主財源だけでは効果的な事業実施がで
きなくなるため、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

穂積小校区わくわく活動委員会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
生涯学習地域振興組織補助
（穂積小校区わくわく活動委員会）

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市教育振興事業補助金交付
要綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　穂積小学校区における体育、文化、福祉、保健その他生涯学習の推進
＜効果＞
　穂積小校区の市民の健康の増進と福祉の推進を通して、明るく住みやすい校区が形成される
＜補助対象経費＞
　各小学校区の体育、文化、福祉、保健その他生涯学習の推進を図るための諸事業に要する経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
団体運営費補助の場合団体加入者総数 13,639件 13,616件 13,747件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,373,000 2,370,000 2,387,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 2,351,820 2,344,150 2,366,320
⑤不用予算額（①－④） 21,180 25,850 20,680

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 2,373,000 2,370,000 2,387,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 21,180 25,850 20,680

市　一　般　財　源 2,351,820 2,344,150 2,366,320

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

2,385,610 2,344,159 3,467,571
補助率 97.7% 98.9% 67.8%

計 2,351,820 2,344,150 2,366,320

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 2,406,790 2,370,009 3,488,251
歳出決算額

-261-



●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討する。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　校区住民の体育、文化、福祉、保健その他生
涯学習の推進を図るために様々な事業を行って
おり、自主財源だけでは効果的な事業実施がで
きなくなるため、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
　生涯学習の推進を目的としており、数値で効
果を測ることが困難なため、目標値の設定は不
可。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
　工事の発注はなく、５万円を超える物品につ
いては、市の基準に合わせ、複数社から見積も
りを徴収するよう指導する。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

2,478,782 2,484,835 2,353,122
補助率 85.8% 86.8% 81.6%

計 2,126,000 2,156,000 2,038,166

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 2,478,782 2,484,835 2,498,956
歳出決算額

市　一　般　財　源 2,126,000 2,156,000 2,038,166

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,126,000 2,156,000 2,184,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 2,126,000 2,156,000 2,038,166
⑤不用予算額（①－④） 0 0 145,834

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 2,126,000 2,156,000 2,184,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0 0 145,834

団体運営費補助の場合団体加入者総数 11,739件 11,970件 12,188件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　牛牧小学校区市民の健康増進と福祉の推進及び文化の向上を通じて、明るく住みやすい校区にすること
を目的として、文化、スポーツ、ボランティア等に関する活動を行う。
＜効果＞
　牛牧小学校区市民の健康増進と福祉の推進及び文化の向上。
＜補助対象経費＞
　牛牧小学校区の体育、文化、福祉、保健その他生涯学習の推進を図るための諸事業に要する経費。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

牛牧友愛会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
生涯学習地域振興組織補助
（牛牧友愛会）

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市教育振興事業補助金交付
要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討する。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化できる事業内容ではないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　校区住民の体育、文化、福祉、保健その他生
涯学習の推進を図るために様々な事業を行って
おり、自主財源だけでは効果的な事業実施がで
きなくなるため、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

2,473,561 2,508,127 2,544,274
補助率 93.1% 94.0% 93.9%

計 2,355,353 2,397,000 2,394,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 2,531,208 2,550,766 2,548,965
歳出決算額

市　一　般　財　源 2,355,353 2,397,000 2,394,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 0 0 0
県　支　出　金 0 0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,373,000 2,397,000 2,394,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 2,355,353 2,397,000 2,394,000
⑤不用予算額（①－④） 17,647 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 2,373,000 2,397,000 2,394,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 17,647 0 0

団体運営費補助の場合団体加入者総数 13638人 13823人 13803人

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
巣南中学校区の市民の健康と福祉の推進を通じて、明るく住みやすい校区にすることを目的にして、ス
ポーツ・地域づくりに関する活動を行う。
＜効果＞
校区で予定されている地域ふれあい事業やスポーツフェスティバルの実施。
＜補助対象経費＞
巣南中学校区の体育、文化、福祉、保健その他生涯学習の推進を図るための諸事業に要する経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

巣南中学校区活動委員会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
生涯学習地域振興組織補助
（ 巣南中学校区活動委員会）

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市教育振興事業補助金交付
要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

×
校区連合会の設立に向け協議されているが、自
治会への包括的な補助金交付について検討す
る。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

-270-



№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化できる事業内容ではないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　校区住民の体育、文化、福祉、保健その他生
涯学習の推進を図るために様々な事業を行って
おり、自主財源だけでは効果的な事業実施がで
きなくなるため、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

12,602,592 17,400,651 20,237,056
補助率 12.1% 11.9% 7.3%

計 2,076,000 2,076,000 1,660,800

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 17,111,655 17,400,651 22,613,145
歳出決算額

市　一　般　財　源 2,076,000 2,076,000 1,660,800

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 0 0 0
県　支　出　金 0 0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,076,000 2,076,000 1,660,800

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 2,076,000 2,076,000 1,660,800
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 2,076,000 2,076,000 1,660,800
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
市民の健康増進と福祉の推進を通じて、明るくすみやすい地域にすることを目的に、スポーツ・地域づく
りに関する活動を行う。
＜効果＞
総合型スポーツクラブとしての様々な講座の実施
＜補助対象経費＞
スポーツクラブの運営事業費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

NPO法人　なかよしクラブみ
ずほ（旧法人名）②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） H32 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
生涯学習地域振興組織補助
（なかよしクラブみずほ（旧法人名））

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市なかよしクラブみずほ
（旧法人名）補助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化できる事業ではないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無  

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

-275-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 縮小

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市ＰＴＡ連合会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
ＰＴＡ連合会補助 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市文化協会補助金等交付要
綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　児童・生徒の保護育成の推進
＜効果＞
　保護者の学びにつながるＰＴＡ会員の交流や研修、児童・生徒の安全のための活動など、ＰＴＡ活動が
活性化されることで、児童・生徒が安心して健やかに成長できる環境作りに寄与する
＜補助対象経費＞
　児童・生徒の保護育成を推進するための会議、講演会、指導等に要する経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
団体運営費補助の場合団体加入者総数 4,536件 4,631件 4,609件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 485,000 485,000 485,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 485,000 485,000 485,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 485,000 485,000 485,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0

市　一　般　財　源 485,000 485,000 485,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

1,576,580 1,828,016 2,364,198
補助率 18.0% 16.0% 13.0%

計 485,000 485,000 485,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 2,693,752 3,031,023 3,723,490
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
　ＰＴＡ活動の活性化による児童・生徒の健全
育成を目的としており、数値で効果を測ること
が困難なため、目標値の設定は不可。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

×
　支出の予算額に対して決算額が約３５％の減
額となっていたため、事業規模に合わせた予算
となるよう指導する。

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
　工事の発注はなく、５万円を超える物品につ
いては、市の基準に合わせ、複数社から見積も
りを徴収するよう指導する。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

○

-280-



●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

2,984,356 2,957,675 3,016,666
補助率 85.9% 85.3% 86.3%

計 2,598,272 2,565,640 2,617,847

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 3,024,484 3,007,155 3,031,819
歳出決算額

市　一　般　財　源 2,598,272 2,565,640 2,617,847

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,645,000 2,616,000 2,634,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 2,598,272 2,565,640 2,617,847
⑤不用予算額（①－④） 46,728 50,360 16,153

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 2,638,400 2,615,120 2,633,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 40,128 49,480 15,153

団体運営費補助の場合団体加入者総数 3,400件 3,370件 3,394件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　子ども会活動事業を通して、子ども達の健全育成に努めるとともに、その育成過程において住みやすい
豊かな地域づくりの推進を図る。
＜効果＞
　青少年活動の中核的役割を担う子どもたちや指導者が育成される。
＜補助対象経費＞
　子ども会活動、育成指導者等の養成を図るための会議費、研修費、研修会費及び指導等に要する経費。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市子ども会育成協議会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
子ども会補助 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市文化協会補助金等交付要
綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

○

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

○

単位団での活動助成であるため。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化できる事業内容ではないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

子どもの健全育成や指導者の育成を図るには、
多様な体験、研修などが不可欠であり、自主財
源だけでは効果的な活動を実施できなくなり、
削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂女性の会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
女性の会補助 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市文化協会補助金等交付要
綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　女性の教養の向上、生活改善及び地域への協働参加
＜効果＞
　活動により女性の地位向上や女性相互の連携が図られ、男女共同参画社会が推進される
＜補助対象経費＞
　地域社会への奉仕活動、福祉又は文化の推進を図るための研修会、会議に要する経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
団体運営費補助の場合団体加入者総数 780件 780件 660件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 906,000 906,000 906,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 905,280 905,280 812,160
⑤不用予算額（①－④） 720 720 93,840

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 905,280 905,280 812,160
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0

市　一　般　財　源 905,280 905,280 812,160

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

1,027,420 905,124 803,715
補助率 88.1% 99.9% 99.9%

計 905,280 905,280 812,160

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 1,027,982 905,844 812,882
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　女性の教養を高め、生活改善を図るために多
様な事業を行っており、自主財源だけでは効果
的な事業実施ができなくなるため、削減は困難
である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
　女性の教養を高め、生活改善を図ることを目
的としており、数値で効果を測ることが困難な
ため、目標値の設定は不可。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
　工事の発注はなく、５万円を超える物品につ
いては、市の基準に合わせ、複数社から見積も
りを徴収するよう指導する。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H18 年度 補助
対象者

各家庭教育学級運営委員会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
家庭教育学級補助 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市文化協会補助金等交付要
綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　保護者の家庭における教育力の向上
＜効果＞
　子育てにかかわる講話や実習を通して、保護者が子育てに関する幅広い知識を身に付け、各家庭におけ
る教育力が向上する。
＜補助対象経費＞
　家庭教育の充実に要する経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
団体運営費補助の場合団体加入者総数 12件 12件 12件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 650,000 650,000 700,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 560,471 565,038 521,897
⑤不用予算額（①－④） 89,529 84,962 178,103

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 600,000 600,000 600,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 39,529 34,962 78,103

市　一　般　財　源 560,471 565,038 521,897

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

834,477 853,336 774,537
補助率 64.1% 63.6% 61.2%

計 560,471 565,038 521,897

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 874,006 888,298 852,640
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　保護者の家庭における教育力の向上を目的に
多様な事業を行っており、自主財源だけでは効
果的な事業実施ができなくなるため、削減は困
難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
　家庭教育の充実を目的としており、数値で効
果を測ることが困難なため、目標値の設定は不
可。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

○

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

計 533,000 533,000 600,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 759,633 715,332 831,805
歳出決算額 750,814 701,208 803,374

補助率 70.2% 74.5% 72.1%

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）
市　一　般　財　源 533,000 533,000 600,000

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 533,000 533,000 600,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0 0 0
④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 533,000 533,000 600,000

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 533,000 533,000 600,000

団体運営費補助の場合団体加入者総数 47人 47人 40人

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

結果

イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの
保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞地域社会における青少年活動のリーダー養成を図るための研修、指導等

＜効果＞子ども会活動等、地域活動に、リーダーとして貢献

＜補助対象経費＞定例研修会、宿泊研修会、スポーツ・文化研修会等

＜その他＞

上記のいずれにも該当しないもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市少年リーダー運営指導委
員会②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
ジュニア（少年）リーダー活動補
助

個別の支出根拠例
規名称

瑞穂市文化協会補助金等交付要
綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○
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№

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化できる事業内容ではないため。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

少年リーダーの育成を図るには、多様な体験、
研修などが不可欠であり、自主財源だけでは効
果的な活動を実施できなくなり、削減は困難で
ある。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

14,263,958 15,415,301 14,198,093
補助率 90.4% 91.2% 90.6%

計 13,095,000 14,095,000 13,095,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 14,481,758 15,456,983 14,445,766
歳出決算額

市　一　般　財　源 13,095,000 14,095,000 13,095,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 0 0 0
県　支　出　金 0 0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 13,095,000 14,095,000 13,095,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 13,095,000 14,095,000 13,095,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 13,095,000 14,095,000 13,095,000
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数 3333人 3660人 3722人

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
市民にスポーツ、レクリエーション活動を普及奨励し、健康の保持増進や地域の連帯感を深め、競技力の
向上を図るとともに、スポーツ少年団の健全育成に努め、心豊かで活気に満ちた明るい街づくりに寄与す
る。
＜効果＞
各種スポーツイベント等を開催し、市民の健康増進やスポーツの普及に努めた。
＜補助対象経費＞
大会開催費用など、協会の運営に係わる必要経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市体育協会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
瑞穂市体育協会補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市体育協会補助金交付要綱
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

× 平成３０年度以降について要綱制定済み

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

○

実情に精通した補助団体を通じて再補助を行っ
たほうが事務負担軽減等のメリットがあること
から再補助としている。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

× 平成３０年度以降について要綱制定済み

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

×
補助先の財政基盤は安定しておらず、補助の廃
止は困難である。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

× 数値化はできない事業のため、設定は困難。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×
自主財源だけでは、大会の開催をはじめとした
活動を実施できなくなり、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×
体育振興事業を行う団体（母体）の運営が重要
であり、事業費のみの補助とする事は困難であ
る。

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

瑞穂市文化協会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
文化協会補助金 個別の支出根拠例

規名称

瑞穂市文化協会補助金等交付要
綱

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 団体運営費補助

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　文化団体の芸術文化活動の啓発・育成及び地域の芸術文化向上
＜効果＞
　文化団体の活動が活発となることで、生涯にわたって学び続けたいという市民の文化的な学習意欲の受
け皿ができ、ひいては地域の芸術文化向上や生涯学習の振興に寄与する
＜補助対象経費＞
　文化団体の芸術文化活動の啓発・育成及び地域の芸術文化向上のために実施する事業に要する経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
団体運営費補助の場合団体加入者総数 1,016件 988件 968件

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 6,790,000 6,790,000 6,790,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 6,790,000 6,790,000 6,790,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 6,790,000 6,790,000 6,790,000
③精算返金額（ある場合のみ記入） 0 0 0

市　一　般　財　源 6,790,000 6,790,000 6,790,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

9,218,997 8,483,742 9,057,298
補助率 69.1% 72.4% 70.2%

計 6,790,000 6,790,000 6,790,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 9,824,146 9,383,739 9,675,544
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

○

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

× 　支払方法の明記については今後検討します。

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

○

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

　瑞穂市の芸術文化活動の啓発・育成を目的に
多様な事業を行っており、自主財源だけでは効
果的な事業実施ができなくなるため、削減は困
難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

×

　公益上必要な団体であり、団体運営への補助
がなくなると団体規模縮小もしくは団体の存続
が困難なため、事業費補助への切り替えは困難
である。

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×

　芸術文化活動の啓発・育成及び地域の芸術文
化向上のために行われる事業への補助であり、
数値で効果を測ることが困難なため、目標値の
設定は不可。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
　工事の発注はなく、５万円を超える物品につ
いては、市の基準に合わせ、複数社から見積も
りを徴収するよう指導する。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助団体からの質疑
等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュア
ル等を作成・反映しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

187,400 187,400 187,400
補助率 10.4% 10.4% 10.4%

計 19,400 19,400 19,400

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 187,400 187,400 187,400
歳出決算額

市　一　般　財　源 19,400 19,400 19,400

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 0 0 0
県　支　出　金 0 0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 19,400 19,400 19,400

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 19,400 19,400 19,400
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 19,400 19,400 19,400
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
明治時代から代々継承されてきた雅楽の素晴らしさを広く知ってもらい、次の世代に伝承していく。
＜効果＞
文化協会発表会、和宮の例祭、ボランティア活動を行うことで効果を得ている。
＜補助対象経費＞
保存会の活動に係わる必要経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 保護目的補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

宮田雅楽五音社

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
伝統文化保護伝承事業補助
（宮田雅楽五音社）

個別の支出根拠例
規名称
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

×
現地確認を行っているが、次年度以降は領収書
等の提出を依頼する。

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
平成３０年度制定済み。（文化協会補助金等交
付要綱内に明記）
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

○

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
数値化できる事業ではないため、設定は困難で
ある。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

-307-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

293,927 294,021 309,580
補助率 6.6% 6.6% 6.3%

計 19,400 19,400 19,400

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 293,927 294,021 309,580
歳出決算額

市　一　般　財　源 19,400 19,400 19,400

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 0 0
県　支　出　金 0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 19,400 19,400 19,400

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 19,400 19,400 19,400
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入）
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
「美江寺観世音お蚕祭り」の継承活動を通じて、子どもたちの健全育成と地域の活性化を図る。
＜効果＞
お蚕祭りを執り行うことで目的を達成できた。
＜補助対象経費＞
保存会の活動に係わる必要経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 保護目的補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

美江寺観世音お蚕祭り保存会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
伝統文化保護伝承事業補助
（美江寺観世音お蚕祭り保存会）

個別の支出根拠例
規名称
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

×
現地確認を行っているが、次年度以降は領収書
等の提出を依頼する。

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
平成３０年度制定済み。（文化協会補助金等交
付要綱内に規定）
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
数値化できる事業ではないため、設定は困難で
ある。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

美江寺観世音猩々ばやし保存会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
伝統文化保護伝承事業補助
（美江寺観世音猩々ばやし保存会）

個別の支出根拠例
規名称

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 保護目的補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
「美江寺観世音猩々ばやし」の継承活動を通じて、子どもたちの健全育成と地域の活性化を図る。
＜効果＞
継続的な継承活動を通じて目的を達成している。
＜補助対象経費＞
保存会の活動に係わる必要経費
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）
団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 48,500 48,500 48,500

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 48,500 48,500 48,500
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 48,500 48,500 48,500
③精算返金額（ある場合のみ記入）

市　一　般　財　源 48,500 48,500 48,500

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 0 0 0
県　支　出　金 0 0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

171,449 152,743 158,195
補助率 13.2% 13.2% 13.0%

計 48,500 48,500 48,500

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 366,807 366,160 371,919
歳出決算額
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●平成29年度の支出について

№

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
平成３０年度制定済み。（文化協会補助金等交
付要綱内に規定）

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

×
現地確認を行っているが、次年度以降は領収書
等の提出を依頼する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。
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№

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

○

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
数値化できる事業ではないため、設定は困難で
ある。

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
補助先に対し、今後、市の契約事務処理要領に
準じて執行するよう指導します。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

485,028 496,501 461,893
補助率 100.0% 97.7% 98.6%

計 485,000 485,000 485,000

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 485,028 496,501 492,001
歳出決算額

市　一　般　財　源 485,000 485,000 485,000

市
財
源
内
訳

国　支　出　金 0
県　支　出　金 0

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 485,000 485,000 485,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 485,000 485,000 485,000
⑤不用予算額（①－④） 0 0 0

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 485,000 485,000 485,000
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
皇女和宮の遺徳を顕彰し、宮を偲んで建設された小簾紅園の史跡の保存と奉賛を目的とする
＜効果＞
施設の維持・保全活動及び、例祭を執り行うことで目的を達成できた。
＜補助対象経費＞
伝統文化の保護及び伝承に寄与する事業に要する経費。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 保護目的補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

和宮遺蹟保存会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
伝統文化保護伝承事業補助
（和宮遺蹟保存会）

個別の支出根拠例
規名称
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

○

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

○

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
平成３０年度に制定済。（文化協会補助金等交
付要綱内に規定）
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
数値化できる事業ではないため、設定は困難で
ある。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

補助対象経費の大部分を皇女和宮の遺徳を顕彰する
ための例祭に充てており、補助金が削減された場合
には例祭が開催できず、伝統文化の保護伝承の目的
を達成できなくなり、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
物品の購入はあったが、市の契約事務処理要領
に準じる必要のある１回あたりの支出が５万円
以上の購入実績はなかった。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●補助金の概要

※1　合併前から補助制度がある場合は、平成１５年度としてください。
※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。
※3　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

35,100 34,200 29,100
補助率 82.9% 85.1% 100.0%

計 29,100 29,100 29,100

団体運営費補助・
イベント補助における

補助先の決算額

歳入決算額 35,100 34,200 29,100
歳出決算額

市　一　般　財　源 29,100 29,100 29,100

市
財
源
内
訳

国　支　出　金
県　支　出　金

その他（　　　　　　　　　　　　　）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 30,000 30,000 30,000

④実際の補助額（②、③がある場合は②－③） 29,100 29,100 29,100
⑤不用予算額（①－④） 900 900 900

②概算払い補助額（ある場合のみ記入） 29,100 29,100 29,100
③精算返金額（ある場合のみ記入）

団体運営費補助の場合団体加入者総数

目
標
設
定

目標内容（設定が可能な場合）
目標値

結果

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補助金交付件数（複数に支出している場合のみ記入）

施設整備事業補助 市が、公益上必要と認める施設等の建設、修繕、整備費に対し補助するもの
その他補助 上記のいずれにも該当しないもの

補助の目的、必要性、効果、補助対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　和宮遺蹟を大切に護り、例祭には和宮音頭、詩吟を奉納する。
＜効果＞
　和宮音頭を後世に伝承する。
＜補助対象経費＞
　伝統文化の保護及び伝承に寄与する事業に要する経費。
＜その他＞

保護目的補助金 市が、公益上必要と認める文化財、伝統文化などを保護、育成及び保存するために補助するもの

利子補給金 市が、公益上必要と認める事業等の資金の借り入れに関する利子に対して補助するもの

施設運営補助金 市が、公益上必要と認める各種施設の運営費に対して補助するもの

法令に基づく補助 法令により補助が義務付けされているもの
団体運営費補助 市が、公益上必要と認める団体に対して、その運営を助長するために補助するもの
イベント補助 市が、公益上必要と認める単発的なイベント等に対して補助するもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※3 保護目的補助金

事業費補助 市が、公益上必要と認める特定のソフト事業や活動を助長・奨励するために補助するもの

①補助制度開始年度※1 H15 年度 補助
対象者

和宮音頭保存会

②補助終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度補助金チェックシート

担当課 生涯学習課

補助金名称
伝統文化保護伝承事業補助
（和宮音頭保存会）

個別の支出根拠例
規名称
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●平成29年度の支出について

№

13
補助先が再補助を行う場合、明文化された
基準はあるか。またその基準に問題点はな
いか。

該当無

14
再補助先に対し、市からの直接補助に切り
替える必要はないか。

該当無

この欄は○の場合も理由を記入する。

11
履行確認は１名だけでなく、複数名で行っ
ているか。管理職が最終的な確認を行って
いるか。

○

12

補助先から下部団体等への再補助が行われ
ている場合、下部団体の予算書、事業計画
書、決算書、事業報告書を市は入手してい
るか。

該当無

9
交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立
金を補助対象経費外としているか。

×
平成30年度に個別策定する補助金交付要綱に
基づき、適切な執行を行うよう指導する。

10
報告書類は例規等で求められている書類の
ほか、実施内容、使途が具体的に確認でき
る内容となっているか。

×
聞き取り等により履行確認を行っているが、次
年度以降は領収書等の提出を依頼する。

7
市に対し、具体的な積算による補助申請が
行われているか。（特に団体運営費補助、
イベント補助※３の場合）

○

8
市は、例規やマニュアルにより補助対象と
なる経費を明確化しているか。

○

5
市は、毎年、補助単価の見直しを行ってお
り、補助単価、補助率の設定根拠が明確に
なっているか。

○

6
国庫、県費補助を伴っている場合、市は上
乗せ補助（独自加算）を行っていないか。

該当無

3
申請・報告時に交付規則で定める書類以外
の提出を求める場合、要綱等で具体的に定
められているか。

該当無

4
個別の交付要綱がある場合、補助金の交付
方法（前金払い、概算払い、実績払い）が
定められているか。

該当無

2

個別の交付要綱がある場合、目的・趣旨、
補助対象となる事業内容、対象となる経
費、補助率、補助金額は記載されている
か。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
交付の根拠となる個別の補助要綱（規則）
があるか。（国・県補助で国・県の要綱等
により交付している場合は「○」）

×
平成３０年度に制定済。（文化協会補助金等交
付要綱内に明記）
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№

27
補助先は市から別の補助を受けていない
か。受けている場合は、補助金の統合は可
能か。

○

28
類似する補助金は存在しないか。存在する
場合、統合は可能か。

○

25
補助が長期化、常態化していないか。また
補助当初の目的が達成されたりして薄れて
きていないか。

○

26
市の基準から著しく逸脱した報酬、賃金を
支払っていないか。

○

23
補助先の予算額と決算額が大きく乖離して
いないか。（目安３０％以上）

○

24
団体運営費の場合、補助先の財政基盤は安
定していないか。安定している場合は補助
の廃止が可能か。

該当無

21
補助額が補助先の収入の５％未満の場合、
補助金が無くても事業の実施が可能か。

該当無

22
本来、市が直接実施すべきものではない
か。委託事業への切り替えを行わなくてよ
いか。

○

19

補助先は自主財源の確保、効率的な運営へ
の努力を行っているか。（特に団体運営費
補助、イベント補助の場合）また、市も働
きかけを行っているか。

○

20
目標値の設定が可能か。（補助先が個人の
場合は市が設定を行うことも可能）

×
数値化できる事業ではないため、設定は困難で
ある。

17

補助率は補助対象経費の５０％以下である
か。（特に団体運営費補助、イベント補助
の場合）５０％を超える場合は、削減が可
能か。

×

補助対象経費の大部分を皇女和宮の例祭で奉納する音頭・
詩吟のための経費に充てており、補助金が削減された場合
には例祭で奉納できず、伝統文化の保護伝承の目的を達成
できなくなり、削減は困難である。

18
団体運営費補助の場合、事業費補助※３へ
の切り替えが可能か。

該当無

16
団体運営補助において、積立金を確認した
場合、それが市の補助金以外（会費等）か
ら賄われているかどうか確認したか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

15
団体運営費補助の場合、繰越金は補助額を
超えていないか。

該当無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

31
団体運営補助の場合、補助先団体からの質
疑等を蓄積し、要綱、Ｑ＆Ａ、実務マニュ
アル等を作成・反映しているか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応…… 　継続の場合その理由

30
補助先が物品の購入や工事等を行っている
場合、複数のものから見積もりを徴収して
いるか。

×
物品の購入はあったが、市の契約事務処理要領
に準じる必要のある１回あたりの支出が５万円
以上の購入実績はなかった。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

29
個人対象の補助金の場合、市税の納付状況
など交付条件を設定しているか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

＜目的＞　岐阜県内の各市が協調して市政に関する諸般の事項を調査研究し、都市の興隆発展に寄与
　　　　　するとともに、相互の親睦を図ることを目的として支出

＜必要性＞　東海市議会議長会に提出する議案や、関係機関に提出する意見書又は陳情
　　　　　　の取りまとめや議決を行うため

＜効果＞　正副議長間の情報交換・共有、議員の資質向上等

＜支出対象経費＞　議長会費　慶弔費

＜その他＞

有
岐阜県市議会議長会会則

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

岐阜県市議会議長会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 議会事務局

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

岐阜県市議会議長会
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 90,200 90,400 90,600

③不用予算額（①－②） 0 0 0

単位：円

②実際の支出額 90,200 90,400 90,600
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№

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

× 岐阜県市議会議長会慶弔規定による

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

＜目的＞　今後の議員活動に必要な専門的知識等の向上

＜必要性＞

＜効果＞　議員の資質の向上及び情報収集・交換・共有等

＜支出対象経費＞　研修費

＜その他＞

無

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

（公財）全国市町村研修財団
全国市町村国際文化研究所

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 議会事務局

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

議員研修負担金
支出根拠※３

①負担開始年度※1 年度
支出先

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 138,700 131,400 189,000

③不用予算額（①－②） 51,100 51,100 99,000

単位：円

②実際の支出額 87,600 80,300 90,000
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№

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 446,000 760,000 758,000

③不用予算額（①－②） -5,000 34,500 303,000

単位：円

②実際の支出額 451,000 725,500 455,000

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 議会事務局

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

全国市議会議長会
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

有
全国市議会議長会会則

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

全国市議会議長会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

＜目的＞　地方自治の本旨にそい、都市の興隆発展を図ることを目的として支出

＜必要性＞　地方自治の拡充強化に関する方策、内閣に対する意見の申出、各市議会の制度等の調査、
　　　　　　中央地方相互間の連絡等のため

＜効果＞　全国の市議会データの活用、議長間の情報交換・共有、議員の資質向上等

＜支出対象経費＞　会議費、事務費、政務活動費、広報・研修費、補助負担金及交付金、慶弔費、
　　　　　　　　　報償費、繰出金

＜その他＞
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№

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

× 全国市議会議長会慶弔規定による

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

＜目的＞　各市が協調して市政に関する諸般の事項を調査研究し、都市の興隆発展に寄与するとともに、
　　　　　相互の親睦を図ることを目的として支出

＜必要性＞　岐阜県市議会議長会に提出する議案や、関係機関に提出する意見書又は陳情
　　　　　　の取りまとめや議決を行うため

＜効果＞　正副議長間の情報交換・共有、議員の資質向上等

＜支出対象経費＞　議長会費、管理費

＜その他＞

有
中濃十市議会議長会会則

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

中濃十市議会議長会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 議会事務局

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

中濃十市議会議長会
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H17 年度
支出先

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 60,000 60,000 60,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

単位：円

②実際の支出額 60,000 60,000 60,000
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№

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

×
中濃十市議会議長会弔慰金等に関する申し合わ
せ事項による

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

-332-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 56,000 56,000 56,000

③不用予算額（①－②） 0 -39,000 1,000

単位：円

②実際の支出額 56,000 95,000 55,000

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 議会事務局

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

東海市議会議長会
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

有
東海市議会議長会会則

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

東海市議会議長会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

＜目的＞　東海各市議会が協同して市政に関する諸般の事項を研究、審議し、都市の興隆発展に寄与
　　　　　するとともに、相互の意思の疎通を図ることを目的として支出

＜必要性＞　全国市議会議長会に提出する議案や、関係機関に提出する意見書又は陳情
　　　　　　の取りまとめや議決を行うため

＜効果＞　正副議長間の情報交換・共有、議員の資質向上等

＜支出対象経費＞　総務費、慶弔費

＜その他＞
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№

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

× 東海市議会議長会慶弔規定による

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,000 2,000 2,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

単位：円

②実際の支出額 2,000 2,000 2,000

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 会計課

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

岐阜県都市会計管理者会負担金 支出根拠※３

①負担開始年度※1 H19 年度
支出先

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

×
事務にかかる経費が減少傾向にあることから、
会費の減額を提案（要請）する。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

有
岐阜県都市会計管理者会
会則

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

岐阜県都市会計管理者会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

＜目的＞
会員相互の連絡調整を保ち、地方財務会計事務の適正かつ円滑な運営を図り、もって地方自治の発展に資
する。
＜必要性＞
共通認識の下、事務処理方法等について情報の共有ができる。
＜効果＞
情報の共有、知識習得、課題解決など会計事務に関する意見交換の場となっており、事務改善に繋がるメ
リットがある。
＜支出対象経費＞
年2回開催される研修会時の事務費（資料代等）
＜その他＞
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№

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
最小限の事務の必要経費としての負担金はやむ
を得ないと考える。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 36,600,000 36,600,000 36,600,000

③不用予算額（①－②） 9,024,000 9,157,000 5,513,000

単位：円

②実際の支出額 27,576,000 27,443,000 31,087,000

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 総合政策課

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

自主運行バス運行費負担金
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

有
コミュニティバス運行協定書

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件 1件 1件

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

岐阜乗合自動車（株）

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

＜目的＞地域住民の公共の福祉の向上と交通空白地帯の解消

＜必要性＞地域住民の交通の利便性の向上、交通弱者の移動支援、環境負荷の軽減

＜効果＞利用者数69,282人

＜支出対象経費＞31,087千円

＜その他＞平成２９年10月に協定書を見直し、負担金の算出方法を定額から実績による金額に変更し
た。
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№

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなったり、初期の目的が
達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

任意的な負担金

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,600,000 3,600,000 3,600,000

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

分類※4

③不用予算額（①－②） 1,231,000 1,273,000 1,277,000

単位：円

②実際の支出額 2,369,000 2,327,000 2,323,000

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 総合政策課

負担金名称
路線バス運行費負担金

支出根拠※３

歳
出

岐阜乗合自動車（株）

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H24 年度

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度

有
大野穂積線欠損金補助に関する協定
書
美江寺穂積線支援に関する協定書

法定負担金

4

×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

チェックポイント ○×

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件 1件 1件

＜目的＞地域住民の交通の維持、市民の移動の確保

＜必要性＞地域住民の交通の利便性の向上、交通弱者の移動支援、環境負荷の軽減

＜効果＞利用者人数118,116人（大野穂積線40,989人、美江寺穂積線74,763人）

＜支出対象経費＞2,323千円

＜その他＞

支出先
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№

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

○

チェックポイント ○×

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

×の場合、その理由と今後の対応について記入

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなったり、初期の目的が
達成されていないか。

支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

-340-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

（公財）日本広報協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 総合政策課

負担金名称
日本広報協会負担金

支出根拠※３ 有
会費納入規程

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
国や都道府県、市町村をつなぐ広報および広聴の調査研究および連絡団体として、数々の広報広聴支援事
業を受けるため
＜必要性＞
広報力の向上に必要
＜効果＞
自治体ならではの広報誌を用いた情報発信が可能。市の魅力発信。
＜支出対象経費＞
24,000円
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 24,000 24,000 24,000

②実際の支出額 24,000 24,000 24,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

× 負担金額の設定根拠の明文はない。
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃
止しても市の事業執行に影響はないが、他市町村と
の関係を考慮し、負担金の支出を続けているもの
は、他市町村と支出の必要性について議論をしてい
るか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 継続 　継続の場合その理由

広報力の向上に必要

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 岐阜県薩摩義士顕彰会　他

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 総務課

負担金名称 諸負担金 支出根拠※３ 有 各種団体の規約等

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　各種団体における設立・活動の趣旨に賛同するもの。
＜必要性＞
　上記の目的を達成するため必要。
＜効果＞
　瑞穂市が該当団体を支援していることを表明する。
＜支出対象経費＞
　各種団体における運営費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 2件 2件 2件

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 56,000 56,000 206,000

②実際の支出額 56,000 56,000 206,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

× 各種団体における運営費であるため。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 継続 　継続の場合その理由

各種団体における運営費であるため。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

＜目的＞交通秩序の確立と交通安全意識の普及および自家用自動車の健全な発展を目指すこと

＜必要性＞支出先の事業運営のため

＜効果＞

＜支出対象経費＞

＜その他＞

有
（一社）岐阜自家用自動車組
合 岐阜安全運転管理部会会則

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

（一社）岐阜自家用自動車組合
岐阜安全運転管理部会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 市民協働安全課

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

岐阜安全運転管理部会費
支出根拠※３

①負担開始年度※1 平成15 年度
支出先

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 25,000 25,000 25,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

単位：円

②実際の支出額 25,000 25,000 25,000
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№

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 20,000 20,000 20,000

②実際の支出額 20,000 20,000 20,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞暴力団追放に寄与する事業を実施すること

＜必要性＞支出先の事業運営のため

＜効果＞

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成15 年度
支出先

（公社）岐阜県岐阜県暴力追放
推進センター②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 市民協働安全課

負担金名称
岐阜県暴力追放推進センター賛助
会費 支出根拠※３ 有

岐阜県暴力追放推進センター
定款、賛助会費納入通知書
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

×

当初収支計画と決算額の差異による繰越。今後
もモニタリングしていくが、協議会会員で支出
額（支出割合等）を決定しているも負担金のた
め、当市だけで見直し判断は不可能。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 30,000 30,000 30,000

②実際の支出額 30,000 30,000 30,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞瑞穂市における暴力団排除意識の普及および高揚、暴力団員等からの暴力的不当要求事案の予
防・排除・阻止並びにその組織の排除により、暴力を許さない社会基盤を確立し住みよい社会の建設に寄
与すること

＜必要性＞支出先の事業運営のため

＜効果＞

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成15 年度
支出先

瑞穂・本巣・北方地区暴力追放
推進協議会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 市民協働安全課

負担金名称
瑞穂・本巣・北方地区暴力追放推
進協議会負担金 支出根拠※３ 有

瑞穂・本巣・北方地区暴力
追放推進協議会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-350-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 -3,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 51,000 51,000 51,000

②実際の支出額 51,000 51,000 54,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞事件・事故に遭われた被害者や遺族の被害回復を側面的に支援すること

＜必要性＞支出先の事業運営のため

＜効果＞

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成21 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成15 年度
支出先

（公社）ぎふ犯罪被害者支援セ
ンター②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 市民協働安全課

負担金名称
ぎふ犯罪被害者支援センター負担
金 支出根拠※３ 有

ぎふ犯罪被害者支援セン
ター定款

-351-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

×

当初収支計画と決算額の差異による繰越。今後
もモニタリングしていくが、協議会会員で支出
額（支出割合等）を決定しているも負担金のた
め、当市だけで見直し判断は不可能。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 14,000 14,000 14,000

②実際の支出額 14,000 14,000 14,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞正しい交通安全知識と指導技術の向上に努め、交通安全対策に寄与すること

＜必要性＞支出先の事業運営のため

＜効果＞

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成15 年度
支出先

岐阜県交通指導員連絡協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 市民協働安全課

負担金名称
岐阜県交通指導員連絡協議会負担
金 支出根拠※３ 有

岐阜県交通指導員連絡協議
会会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

538 550 26

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,794,000 1,611,000 1,685,000

②実際の支出額 2,793,462 1,610,450 1,684,974

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞地域住民の地域安全に関する意識の高揚および自主的な地域安全活動の普及を図り、もって安全
で住みやすい市の発展に寄与すること

＜必要性＞支出先の事業運営のため

＜効果＞

＜支出対象経費＞運営補助

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成15 年度
支出先

瑞穂・本巣・北方地区防犯協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 市民協働安全課

負担金名称
瑞穂・本巣・北方地区防犯協会助
成金 支出根拠※３ 有

瑞穂・本巣・北方地区防犯
協会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H28 年度
支出先

岐阜県消防操法大会瑞穂市実行
委員会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H29 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 市民協働安全課

負担金名称
岐阜県消防操法大会瑞穂市実行委
員会運営負担金 支出根拠※３ 無

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　第６６回岐阜県消防操法大会開催（県・県消防協会主催、市・市消防協会共催）に伴う運営経費
＜必要性＞
　消防技術の伝承の場を県内の消防団に提供することで、消防技術の向上を図るうえで重要である。
＜効果＞
　出場者の操法に取り組む真剣な姿を通じて、消防団に対するイメージの向上を図るきっかけになるほ
か、大会実施による消防技術の向上により、安心で住みやすい地域づくりを進める効果がある。
＜支出対象経費＞
　岐阜県消防操法大会開催及び実行委員会運営に関する経費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件 3件

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 1,891,315 6,506,042

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 3,000,000 26,000,000

②実際の支出額 1,108,685 19,493,958

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

該当無
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 廃止 　継続の場合その理由

瑞穂市で開催する岐阜県消防操法大会は平成２９年に実施済。次回の瑞穂市開催は約４５年後の見
込である。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 廃止
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

54,656 30,635 45,261

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 4,034,000 4,072,000 4,110,000

②実際の支出額 3,979,344 4,041,365 4,064,739

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　市が所有、使用、管理する施設の瑕疵や市の行なう業務遂行上の過失に起因する事故について、市が法
律上の賠償責任が生じることによって被る損害に対して保険にて対応する。
＜必要性＞
　道路など公共施設の瑕疵による事故の他、予防接種など市主催事業に伴う事故において、場合によって
は億単位の賠償金を支払う必要があるときに対応するため。
＜効果＞
　被害者との示談の際に、保険会社からの適切なアドバイスがもらえるため、適切な賠償金を支払うこと
ができる。また、賠償金はこの保険によりてん補される。
＜支出対象経費＞
　保険料
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜県町村会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 財務情報課

負担金名称
総合賠償補償保険負担金

支出根拠※３ 無
全国町村会賠償責任保険契約
及び災害補償保険契約特約書
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃
止しても市の事業執行に影響はないが、他市町村と
の関係を考慮し、負担金の支出を続けているもの
は、他市町村と支出の必要性について議論をしてい
るか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H26 年度
支出先

穂積区区長

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H30 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 財務情報課

負担金名称
揚水費負担金

支出根拠※３ 有
穂積区規約

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　当市普通財産（穂積字東原６９６番地１　５２９㎡）の穂積区揚水事業運営負担金として支払う
＜必要性＞
　土地の用途区分が「田」のため支払い義務がある。※穂積小学校の学習田として活用していた土地
＜効果＞
　普通財産のため売却可能。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

900 900 900

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 2,000 2,000 2,000

②実際の支出額 1,100 1,100 1,100

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 廃止

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 廃止 　継続の場合その理由

土地を売却予定のため廃止予定。

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

× 区での取決めであり、従わざるを得ない。

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃
止しても市の事業執行に影響はないが、他市町村と
の関係を考慮し、負担金の支出を続けているもの
は、他市町村と支出の必要性について議論をしてい
るか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

全市町村の負担金を岐阜県市町村会館組合がと
りまとめ、本来の支出先である軽自動車協会に
申告書受付等の委託料として支出しているも
の。

×の場合、その理由と今後の対応について記入

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 328,000 310,000 286,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 税務課

負担金名称

単位：円

②実際の支出額 328,000 310,000 286,000

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
軽自動車協会委託料や用紙代、印刷費は必要な
経費として考えている。

無

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

歳
出

チェックポイント ○×

任意的な負担金

軽自動車税申告特別調査費負担金
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H17 年度
支出先

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

岐阜県市町村会館組合

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度

＜目的＞
軽自動車税の適切な課税を行うため、県内全市町村が加入する岐阜県市町村会館組合が負担金をとりまと
め、軽自動車協会に申告書受付事務等の委託をすることを目的とする。
＜必要性＞
軽自動車の申告書受付事務により、軽自動車税課税事務に必要な基本情報を確保している。
＜効果＞
軽自動車税の課税事務を適切、円滑に実施できている。
＜支出対象経費＞
軽自動車協会委託料、申告書用紙代、申告書印刷費
＜その他＞

平成28年度 平成29年度

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

×

全市町村の負担金を岐阜県市町村会館組合がと
りまとめ、本来の支出先である軽自動車協会に
申告書受付等の委託料として支出しているも
の。

4
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№

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

軽自動車協会委託費や用紙代、印刷費は必要な
経費として考えている。

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

-364-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 福祉生活課

岐阜県婦人相談員連絡協議
会規約

①負担開始年度※1 H15

年度 分類※4

年度
支出先 岐阜県婦人相談員連絡協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

負担金名称 女性相談員連絡協議会負担金 支出根拠※３ 有

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
相談員の資質向上と研鑽のため
＜必要性＞
女性を取り巻く様々な問題の増加と深刻化に対し、相談者と最初にコンタクトをとる女性相談員には高い
専門性と切れ目のない継続的な相談・支援が求められている
＜効果＞
相談・支援スキルの向上
＜支出対象経費＞
全国・東海ブロック研修会参加、県研修会実施
＜その他＞
国は、相談員の活動強化を図るため、一定の研修を修了したものについて手当額の拡充を行う（補助率
1/2）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件 1件 1件

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 7,000 7,000 5,000

②実際の支出額 5,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

5,000 5,000

③不用予算額（①－②） 2,000 2,000 0

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

× 全国組織等への会費的支出のため
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなってないか。また、初
期の目的が達成されてはいないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
社会情勢により複雑・多様化する諸問題に対し
て適正な支援が行えるように、資質の向上を
図っているため。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 福祉生活課

一般社団法人岐阜県障害者
スポーツ協会会費規程

①負担開始年度※1 H15

年度 分類※4

年度
支出先

　一般社団法人
　　岐阜県障害者スポーツ協会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

負担金名称 岐阜県障害者スポーツ協会負担金 支出根拠※３ 有

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
障がい者スポーツの積極的な振興（普及、競技力向上、選手育成）
＜必要性＞
生活の質の向上と社会参加促進
＜効果＞
スポーツを通じた障がい者の社会参加促進
＜支出対象経費＞
協会運営費
＜その他＞
平成２６年１０月の法人化に伴い、各自治体は「特別会員」と位置づけられ、「会費」という形で支援

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件 1件 1件

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 128,000 132,000 133,000

②実際の支出額 127,750

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

×

平成２９年度の収支差額は、負担金収入を下回
るが、前年度の繰越金が多いため同額以上と
なっている。しかし、負担金収入は収入総額の
４％にすぎないため、このまま据え置く。

131,300 132,150

③不用予算額（①－②） 250 700 850

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなってないか。また、初
期の目的が達成されてはいないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

負担金名称 岐阜市視覚障害者福祉協会負担金 支出根拠※３ 有
岐阜市視覚障害者福祉協会
規約

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 福祉生活課

①負担開始年度※1 年度
支出先 岐阜市視覚障害者福祉協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
会員の相互扶助、社会的地位の向上、福祉の増進
＜必要性＞
地域社会貢献
＜効果＞
当面する課題について議論を深め、視覚障害者の福祉の充実
＜支出対象経費＞
協会運営費
＜その他＞

単位：円

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

②実際の支出額 20,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 20,000

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなってないか。また、初
期の目的が達成されてはいないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について 1

№

負担金名称 岐阜県家庭相談員協議会負担金 支出根拠※３ 有

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 福祉生活課

岐阜県家庭相談員協議会規
約

①負担開始年度※1 年度
支出先 岐阜県家庭相談員協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

H15

任意的な負担金③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
相談員の資質向上と研鑽のため
＜必要性＞
すべての子どもの権利を擁護するために、子どもとその家庭に最も身近な市が子どもの福祉に関する支援
等に係る業務を行うことが役割・責務とされている
＜効果＞
相談・支援スキルの向上
＜支出対象経費＞
全国研修会参加、県研修会実施
＜その他＞

単位：円

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

②実際の支出額 7,000 7,000 7,000

③不用予算額（①－②） 0

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件 1件 1件

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 7,000

0 0

7,000 7,000

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

× 全国組織等への会費的支出のため

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

-371-



№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなってないか。また、初
期の目的が達成されてはいないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
社会情勢により複雑・多様化する諸問題に対し
て適正な支援が行えるように、資質の向上を
図っているため。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 福祉生活課

負担金名称
岐阜県母子父子自立支援員協議会
会費

支出根拠※３
岐阜県母子・父子自立支援
協議会会則

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
相談員の資質向上と研鑽のため
＜必要性＞
行政の支援を必要とする経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭等に対し、子育て、教育、生活、就
業、住居、経済面などについて、支援の一層の充実を図る必要がある
＜効果＞
相談・支援スキルの向上
＜支出対象経費＞
全国・中部ブロック研修会参加、県研修会実施
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 岐阜県母子父子自立支援協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 1件 1件 1件

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 6,000 6,000 6,000

②実際の支出額 6,000 6,000 6,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

× 全国組織等への会費的支出のため

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
社会情勢により複雑・多様化する諸問題に対し
て適正な支援が行えるように、資質の向上を
図っているため。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなってないか。また、初
期の目的が達成されてはいないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 250,000 252,000 255,000

②実際の支出額 250,000 252,000 255,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
地域医師会との連携により、健康増進事業等の推進を図る
＜必要性＞
市民の健康管理や危機管理面において、医療の立場から助言や指導、協力を必要とする
＜効果＞
健康診査や予防接種事業等が円滑に実施できる
＜支出対象経費＞
２市１町人口割
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

一般社団法人
もとす医師会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 健康推進課

負担金名称
医師会協力費

支出根拠※３ 有
（一般社団法人もとす医師
会定款及び内規）
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 80,000 80,000 80,000

②実際の支出額 80,000 80,000 80,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
難病患者の医療や生活向上・社会復帰などをめざす事業への支援
＜必要性＞
「難病法」「障害者総合支援法」「障害者差別解消法」等の難病に関する法整備が進められ、医療提供体
制や生活支援等総合的な難病対策の充実が求められている
＜効果＞
地域の実態を知り、理解を深めることで、ケース対応に活かす
＜支出対象経費＞
市町村補助金として支出
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

特定非営利活動法人
岐阜県難病団体連絡協議会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 健康推進課

負担金名称
岐阜県難病団体連絡協議会負担金

支出根拠※３ 有
（特定非営利活動法人岐阜県難病
　団体連絡協議会定款）
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

公益財団法人
岐阜県ジン・アイバンク協会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 健康推進課

負担金名称
ジン・アイバンク負担金

支出根拠※３ 有
（公益財団法人岐阜県ジン・アイ
バンク協会賛助会費規定）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
臓器（腎臓・角膜）移植に関する知識の普及啓発と移植医療の推進をめざす機関への支援
＜必要性＞
臓器移植に関する法律第３条では、「国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるため
に必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されている
＜効果＞
移植医療の推進に寄与する
＜支出対象経費＞
特別賛助会費（人口割単価）
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 35,000 35,000 35,000

②実際の支出額 35,000 35,000 35,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 16,000 14,000 14,000

②実際の支出額 14,000 14,000 14,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞県民の健康増進及び栄養改善に関する調査、研究及び指導を行い、併せて栄養士の資質の向上を
図り、もって市民の健康及び福祉の増進に寄与する
＜必要性＞
保健活動の遂行において、健康増進や栄養改善指導に栄養士の専門性は必要不可欠である
＜効果＞
保健活動の効果的な実施から、市民の健康管理意識と実践の向上に繋がる
＜支出対象経費＞
公益社団法人日本栄養士会会費及び公益社団法人岐阜県栄養士会会費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 平成21 年度
支出先

公益社団法人
岐阜県栄養士会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 健康推進課

負担金名称
岐阜県栄養士会負担金

支出根拠※３ 有
（公益社団法人岐阜県栄養士会定款
施行細則）（公益社団法人日本栄養
士会定款施行規則）

-381-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 Ｈ１５ 年度
支出先

もとす広域保護区保護司会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
もとす広域保護区保護司会負担金

支出根拠※３ 有
もとす広域保護区保護司会会
則

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞地域における犯罪予防活動を推進すると共に、犯罪を犯した者の更生を援助し、もって地域の社
会浄化を図り、地域福祉に寄与することを目的とする。

＜必要性＞保護観察所長からの所掌事務に従事し、保護観察対象者の社会復帰とその更生を援助、指導す
ること必要。

＜効果＞犯罪予防のための社会を明るくする運動等を展開し、犯罪予防と明るく、安心、安全な地域づく
りに寄与する。

＜支出対象経費＞
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

× 明文化されたものがあるか確認する。

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 328,000 553,000 553,000

②実際の支出額 328,000 553,000 553,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
関係団体の予算・決算書等の入手の有無を確認
する。

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
負担金としているが、実質は補助金と考えられ
るため、予算科目を検討する。
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 Ｈ１５ 年度
支出先

岐阜人権擁護委員協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
岐阜人権擁護委員協議会負担金

支出根拠※３ 無

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞地域住民の基本的人権が犯されることのないよう監視し、もしこれが犯された場合には、その救
済のために速やかに適切な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努める。

＜必要性＞人権擁護委員の職務に関する連絡調整、資料・情報収集、研究・意見発表などを行うことによ
り委員の職務に関して様々な事業を行うために必要。

＜効果＞地域住民の人権思想の普及高揚のため人権相談所の開設、座談会の開催等の相談、小学校、保育
所等において啓発活動を実施するほか、人権侵犯事件の被害者救済を図るなど、積極的に人権擁護活動を
実施

＜支出対象経費＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

× 明文化されたものがあるか確認する

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 212,000 214,000 215,000

②実際の支出額 212,000 214,000 215,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
関係団体の予算・決算書等の入手の有無を確認
する。

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
負担金としているが、実質は補助金と考えられ
るため、予算科目を検討する。
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

-386-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 Ｈ１５ 年度
支出先

岐阜人権擁護委員協議会本巣地
区部会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
岐阜人権擁護委員協議会本巣地区
部会負担金 支出根拠※３ 無

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞地域住民の基本的人権が犯されることのないよう監視し、もしこれが犯された場合には、その救
済のために速やかに適切な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努める。

＜必要性＞人権擁護委員の職務に関する連絡調整、資料・情報収集、研究・意見発表などを行うことによ
り委員の職務に関して様々な事業を行うために必要。

＜効果＞地域住民の人権思想の普及高揚のため人権相談所の開設、座談会の開催等の相談、小学校、保育
所等において啓発活動を実施するほか、人権侵犯事件の被害者救済を図るなど、積極的に人権擁護活動を
実施

＜支出対象経費＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 119,000 119,000 119,000

②実際の支出額 119,000 119,000 119,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
負担金としているが、実質は補助金と考えられ
るため、予算科目を検討する。
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 Ｈ１７ 年度
支出先

もとす広域保護区保護司会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
本巣地区更生保護女性会負担金

支出根拠※３ 有
本巣地区更生保護女性会瑞穂
支部会則

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞地域に於ける犯罪予防活動を推進し、また更生保護事業等に協力して、犯罪や非行をした人の改
善更生を援助し、もって明るい社会の建設に寄与することを目的とする。

＜必要性＞保護観察所長からの所掌事務に従事し、保護観察対象者の社会復帰とその更生を援助、指導す
ること必要。

＜効果＞学校等と積極的に連携を図り幅広く子どもの問題をともに考えるよう努力する。

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 52,000 53,000 53,000

②実際の支出額 52,000 53,000 53,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
負担金としているが、実質は補助金と考えられ
るため、予算科目を検討する。
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 40,000 40,000 40,000

②実際の支出額 40,000 40,000 40,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞中立公正な立場から人権に関する総合的な教育・啓発及び普及啓発等を行い、基本的人権の擁護
及び人権尊重意識の醸成・発展に寄与することを目的とする。
＜必要性＞基本的人権の擁護に係る啓発のため、各種公益事業、人権情報雑誌の発行、人権講座の開催及
び会員共催事業等の会員サービスを実施するために必要
＜効果＞

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 Ｈ２７ 年度
支出先

公益財団法人 人権教育啓発推
進センター②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター負担金 支出根拠※３ 有

公益財団法人 人権教育啓発推
進センター会員規則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
関係団体の予算・決算書等の入手の有無を確認
する。

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
負担金としているが、実質は補助金と考えられ
るため、予算科目を検討する。

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

× 明文化されたものがあるか確認する。

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 10,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞中立公正な立場から人権に関する総合的な教育・啓発及び普及等を行い、基本的人権の擁護及び
時人権尊重意識の醸成・発展に寄与することを目的とする。
＜必要性＞更生保護事業の普及宣伝・協力組織との連携及び助成

＜効果＞更生保護に関する調査研究を行い事業の充実発展に資する。

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

更生保護法人 岐阜県更生保護
事業協会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
岐阜県更生保護事業協会負担金

支出根拠※３ 無

-393-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
負担金としているが、実質は補助金と考えられ
るため、予算科目を検討する。

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 6,000 6,000 6,000

②実際の支出額 6,000 6,000 6,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞医療と生活、被爆者援護の制度と活用等についての相談事業等を行うことで、惨事を再び繰り返
すことの無いように働きかけ、平和の大切さを認識深める。

＜必要性＞原爆の悲惨さを多くの方々に訴えることで惨事について考える機会を設け、平和の大切さの認
識を深める。

＜効果＞会員の生活と健康について、相談事業を通じて現行制度を通じて現行制度への理解を深めること
ができる。

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） Ｈ３２ 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 Ｈ１５ 年度
支出先

岐阜県原爆被爆者の会 岐阜地
区支部②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
岐阜県原爆被爆者の会岐阜地区支
部負担金 支出根拠※３ 無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 100,000 100,000 100,000

②実際の支出額 100,000 100,000 100,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞介護保険制度の開始に伴い、地域包括ケアシステムの構築や、新しい福祉産業と地域振興の発展
を目的とする。

＜必要性＞福祉の先進市町村の経験を交流を通して互いに学び合い、新しい福祉産業と地域振興の発展に
寄与する。

＜効果＞福祉の先進市町村の経験を交流を通して互いに学び合い、理論的かつ実践的に施策を考え、福祉
のまちづくりを進めて新しい福祉産業と地域振興の発展に寄与する

＜支出対象経費＞

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

一般社団法人福祉自治体ユニッ
ト②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 地域福祉高齢課

負担金名称
福祉自治体ユニット負担金

支出根拠※３ 有
福祉自治体ユニット定款・
会費等の取扱い規則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

＜目的＞
　建設技術職員の技術水準の向上及び職員の連携・交流を図り、安全・安心で豊かなまちづくりに寄与す
るこ
　とを目的とする。
＜必要性＞
　建設技術職員の知識や技術の習得及び関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　事業実施における課題解決や新技術の習得など、直接業務に発揮されている
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、技術講習会費等
＜その他＞

有
岐阜県建設技術協会規約

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

岐阜県建設技術協会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

歳
出

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

岐阜県建設技術協会負担金
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 87,000 87,000 87,000

③不用予算額（①－②） 6,000 6,000 15,000

単位：円

②実際の支出額 81,000 81,000 72,000
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№

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
技術職員の技術水準向上を目的とした研修や講
習、講演会等を行う必要な費用である。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

×
規約第４条第５号にもとづき「会員見舞金規
定」にて支出

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 2,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 73,000 83,000 83,000

②実際の支出額 73,000 83,000 81,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　県内道路の整備改善を促進、もって産業道路の発達を図ることを目的とする。
　とする。
＜必要性＞
　県内道路の整備改善を強力に推進するため、関係機関との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国・県等関係機関への要望活動により県内道路網整備の促進に寄与している
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、事業促進活動費、助成金
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県道路協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜県道路協会会費

支出根拠※３ 有
岐阜県道路協会会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
今後、事業報告及び決算報告書を入手し確認す
る

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 42,000 42,000 42,000

②実際の支出額 42,000 42,000 42,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　国道の整備促進、適正な道路管理への支援、道路愛護の啓発等を図ることを目的とする。
＜必要性＞
　国道の適正管理と整備推進を図るため、関係機関との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国道の適正管理と整備推進に寄与している。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、事業促進費、負担金
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県国道協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜県国道協会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県国道協会会則

-403-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
国道整備促進のため県内４２市町村が連携し、
国へ行う要望活動に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-404-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 -1,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 35,000 35,000 35,000

②実際の支出額 35,000 35,000 36,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　東海環状自動車道の早期建設の実現を強力かつ積極的に推進し、地域の一体的な発展を図ることを目的
と
　する。
＜必要性＞
　早期建設と開通の実現を促進するため、関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国等関係機関への要望活動により東海環状自動車道の建設推進が図られている。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

東海環状自動車道建設促進岐阜
県西部協議会負担金②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
東海環状自動車道建設促進岐阜県
西部協議会負担金 支出根拠※３ 有

東海環状自動車道建設促進
岐阜県西部協議会会則

-405-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
東海環状自動車道西部建設促進のため沿線２１
市町が連携し、国へ行う要望活動に必要な費用
である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-406-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 100,000 100,000 100,000

②実際の支出額 100,000 100,000 100,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　本巣市・瑞穂市・大野町・神戸町の各区域における東海環状自動車道の早期建設の実現を強力に推進す
ることを目的とする。
＜必要性＞
　早期建設と開通の実現を促進するため、関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国等関係機関への要望活動により東海環状自動車道の建設推進が図られている。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H22 年度
支出先

本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環
状自動車道建設促進協議会負担金

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環
状自動車道建設促進協議会負担金 支出根拠※３ 有

本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環
状自動車道建設促進協議会負担金
規約

-407-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-408-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 3,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 35,000 35,000 35,000

②実際の支出額 35,000 35,000 32,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　国道２１号・22号バイパスと岐阜南部横断ハイウェイの整備促進し、沿線市町の一体的な発展を図る
こと
　を目的とする。
＜必要性＞
　国道整備を促進するため、関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国等関係機関への要望活動により国道２１号の整備推進が図られている。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

国道21号・22号及び岐阜南部横
断ハイウェイ整備促進期成同盟会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
国道21号・22号及び岐阜南部横断ハ
イウェイ整備促進期成同盟会負担金 支出根拠※３ 有

国道21号・22号及び岐阜南部横
断ハイウェイ整備促進期成同盟会
規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
国道整備促進のため沿線１４市町が連携し、国
へ行う要望活動に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-410-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 50,000 50,000 50,000

②実際の支出額 50,000 50,000 50,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　主要地方道岐阜巣南大野線の早期完成と沿線地域の整備促進を図ることを目的とする。
＜必要性＞
　主要地方道岐阜巣南大野線及び沿線地域の整備促進のために必要不可欠
＜効果＞
　国等関係機関への要望活動により主要地方道岐阜巣南大野線の整備推進が図られている。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

主要地方道岐阜巣南大野線整備
促進期成同盟会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
主要地方道岐阜巣南大野線整備促
進期成同盟会負担金 支出根拠※３ 有

主要地方道岐阜巣南大野線
整備促進期成同盟会規約

-411-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
県道整備促進のため沿線３市町が連携し、岐阜
県に行う要望活動に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-412-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 26,000 26,000 26,000

②実際の支出額 26,000 26,000 26,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　県内の市町村道整備を強力に促進するため道路財源の確保、道路予算の拡大等について積極的な活動を
行う
　ことを目的とする。
＜必要性＞
　道路財源の確保と拡大のため関係自治体と連携することが必要不可欠なため
＜効果＞
　道路財源の確保のため、国・県等への要望活動により、県内道路整備が推進している。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜県市町村道整備促進期成同
盟会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜県市町村道整備促進期成同盟
会負担金 支出根拠※３ 有

岐阜県市町村道整備促進
期成同盟会会則

-413-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
道路予算確保のため県内４２市町村が連携し、
国・県へ行う要望活動に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-414-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 8,000 8,000 8,000

②実際の支出額 8,000 8,000 8,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　市町において施工する土木事業の促進と、道路河川の愛護に努めと共に、市町の連携をもって土木事業
の円
　滑なる遂行を期することを目的とする。
＜必要性＞
　土木事業の促進及び、用地取得と工事に必要な情報収集の場として必要不可欠
＜効果＞
　国庫及び県費補助を受けて施工する土木工事等の情報収集と知識の習得
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、研修会費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜圏域市町土木協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H18 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜圏域市町土木協会会費

支出根拠※３ 有
岐阜圏域市町土木協会会則

-415-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
土木事業の促進と情報共有のため県内９市町が
協同し行う研修等に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-416-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 10,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　東海環状自動車道を軸とした沿線の地域整備計画の推進のため基盤整備の在り方についての調査・研
究、啓
　発活動等を図ることを目的とする。
＜必要性＞
　東海環状自動車道沿線の基盤整備の在り方についての調査・研究ため必要不可欠
＜効果＞
　東海環状自動車道の開通による地域活性化など効果発現事例等の情報入手による地域整備計画への反映
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、事業費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

東海環状地域整備推進協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
東海環状地域整備推進協議会分担
金 支出根拠※３ 有

東海環状地域整備推進協議会
規約

-417-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-418-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 年度
支出先

第21回MAG-CUP少年サッ
カー交流大会実行委員会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
MAG-CUP少年サッカー交流大会
負担金 支出根拠※３ 有

MAG-CUP少年サッカー
交流大会実行委員会

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　東海環状自動車道沿線地域の連携交流強化を図り、次代を担う子供たちが友情と親睦を深め交流の輪を
広げ
　ることを目的とする。
＜必要性＞
　東海環状自動車道の必要性及び道路愛護の宣伝
＜効果＞
　東海環状自動車道の必要性及び道路愛護心の増進
＜支出対象経費＞
　需用費、役務費、使用料
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 50,000 50,000 50,000

②実際の支出額 50,000 50,000 50,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

該当無

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 30,000 30,000

②実際の支出額 30,000 30,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　ラウンドアバウト(環状交差点)の適正な普及促進を行うため、積極的に情報交換・情報発信を行い、国
をは
　じめ関係機関へ財源の確保や技術支援等を求めるとともに、ラウンドアバウトの有効性の発信を行うこ
とを
　目的とする。
＜必要性＞
　技術的支援や普及促進を図るために必要不可欠
＜効果＞
　関係自治体等における状況等の情報や資料の入手
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、研修会費

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H28 年度
支出先

ラウンドアバウト普及促進協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
ラウンドアバウト普及促進協議会
負担金 支出根拠※３ 有

ラウンドアバウト普及促進協
議会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
環状交差点（新規格）採用に必要な技術習得県
内外の１４市町が協同し行う研修等に必要な費
用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

× 情報取集と技術の習得

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

×
環状交差点（新規格）採用に必要な技術習得に
必要不可欠

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

× 支出に伴う議論なし

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 -1,000 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 88,000 88,000 178,000

②実際の支出額 88,000 89,000 178,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　揖斐川改修の促進を強力かつ積極的に推進し、あわせて揖斐川水源地域ビジョンの活動に対し支援する
ことを目的とする。
＜必要性＞
　揖斐川改修の促進及び水源地域ビジョンの活動支援のために関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国等関係機関への要望活動により河川改修の推進が図られている。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

揖斐川流域住民の生命と生活を
守る市町連合②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
揖斐川流域住民の生命と生活を守
る市町連合負担金 支出根拠※３ 有

揖斐川流域住民の生命と生活
を守る市町連合規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
河川改修の促進のため沿線１３市町が連携し、
国へ行う要望活動に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 51,000 51,000 51,000

②実際の支出額 51,000 51,000 51,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　流域住民の安全で住みよい地域づくりを進めるため、長良川本川及び支派川に関わる治水事業を、緊急
かつ一体的に推進すること及び長良川流域の豊かな自然環境の保全に資することを目的とする。
＜必要性＞
　長良川関連の治水事業及び自然環境の保全に対して、関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国等関係機関への要望活動により河川環境保全及び治水事業の推進が図られている。
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

長良川流域市町連絡協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H18 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
長良川流域市町連絡協議会負担金

支出根拠※３ 有
長良川流域市町連絡協議会
会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
今後、事業報告及び決算報告書を入手し確認す
る

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

4,000 0 -1,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 68,000 64,000 64,000

②実際の支出額 64,000 64,000 65,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　木曽川、長良川及び揖斐川の改修工事の完成を促進するとともに水防体制の促進強化することを目的と
す
　る。
＜必要性＞
　木曽三川改修工事の促進および、水防体制の強化のため関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国・県等関係機関への要望活動により河川改修の推進と水防体制の強化
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜県木曽三川改修工事促進期成
同盟会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜県木曽三川改修工事促進期成
同盟会負担金 支出根拠※３ 有

岐阜県木曽三川改修工事促進
期成同盟会会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
河川改修の促進のため沿線２０市町が連携し、
国・県へ行う要望活動に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
今後、事業報告及び決算報告書を入手し確認す
る

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 30,000 30,000 30,000

②実際の支出額 30,000 30,000 30,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　都市計画事業の促進を図ることを目的とする。
＜必要性＞
　都市計画事業促進のため、関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　研修による知識･技術の習得等
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、事業費、負担金
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜県都市計画協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜県都市計画協会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県都市計画協会会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
岐阜県都市計画事業の促進のため県内３８市町
が協同し行う研修等に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 38,000 38,000 39,000

②実際の支出額 38,000 38,000 39,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　岐阜都市計画区域内の都市計画推進に関し、その事務の管理及び執行について連絡調整を図ることを目
的
　とする。
＜必要性＞
　岐阜都市計画区域内の都市計画推進のため、関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、研修費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜都市計画協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜都市計画協議会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜都市計画協議会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
岐阜都市計画の推進のため区域内の５市町が協
同し行う研修等に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

-1,000 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 23,000 24,000 24,000

②実際の支出額 24,000 24,000 24,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　都市計画に関する調査研究及び技術の普及啓発を実施するとともに、岐阜県内の土地区画整理事業、市
街地再開発事業及びその他まちづくり事業を補完支援することにより、事業の推進を図り、公共の福祉の
増進に寄与することを目的とする。
＜必要性＞
　職員の都市計画に関する知識や技術の習得及び事業の推進を図るために必要不可欠
＜効果＞
　事業実施における課題解決や知識の習得など、業務に直接役立つ情報の入手
＜支出対象経費＞
　
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜県都市整備協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜県都市整備協会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県都市整備協会定款
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 今後、負担金額の見直しを協議する

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 5,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 48,000 48,000 48,000

②実際の支出額 48,000 48,000 43,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　県内の街路整備を強力に促進するための街路財源の確保と拡大等について積極的な活動を行うなど、街
路事
　業促進活動をより効果的に行うことを目的とする。
＜必要性＞
　街路整備財源の確保と拡大推進のために関係自治体との連携の場として必要不可欠
＜効果＞
　国・県等への要望活動、研修による知識･技術の習得等
＜支出対象経費＞
　事務費、会議費、要望活動費、負担金
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先

岐阜県街路事業促進協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H15 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市開発課

負担金名称
岐阜県街路事業促進協議会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県街路事業促進協議会
会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
街路事業の整備促進のため県内２６市町が連携
し、国へ行う要望活動に必要な費用である

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 負担金額の改定を協議会へ要望する。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 25,000 25,000 25,000

②実際の支出額 25,000 25,000 25,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　災害時における救助・支援活動を支える道路の防災性や情報通信ネットワークの信頼性の向上を目的と
する。
＜必要性＞
　安全で快適な道路空間の確保、良好な都市景観や住環境の形成及び観光振興や地域活性化等。
＜効果＞
　他市町での無電柱化事業実績の情報共有及び事業実施に際してのノウハウの習得。
＜支出対象経費＞
　会議費、事務費、事業費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H27 年度
支出先 岐阜県無電柱化推進協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市管理課

負担金名称 無電柱化推進協議会負担金 支出根拠※３ 有 岐阜県無電柱化推進協議会会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
無電柱化の促進に向けての調査及び研究や関係
機関に対する要望活動を行う上で必要である。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 負担金額の改定を協議会へ要望する。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 168,000 132,000 115,000

②実際の支出額 168,000 132,000 115,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　治水、利水に関する方策を考究し河川に関する認識の普及徹底を図り災害防除、災害復旧の促進を期し
以て治水利水事業の完璧を期することを目的とする。
＜必要性＞
　洪水から生命財産を守り、安全で快適な生活環境と豊かで活力ある経済社会の基盤を形成するための治
水事業の推進及び災害から命を守るための地域づくり・人づくりの構築。
＜効果＞
　厳しい財政状況のなかで、関係機関と常に密接な連絡を保ち、治水、利水事業の進展及び災害復旧事業
の促進
が図れる。
＜支出対象経費＞
　会議費、事務費、事業費等
　岐阜県河川協会会費及び前々年度執行した河川関係工事及び災害復旧工事の1,000分の２以内の額
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 岐阜県河川協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市管理課

負担金名称 河川協会負担金 支出根拠※３ 有 岐阜県河川協会会則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

洪水から生命財産を守り、安全で快適な生活環
境と豊かで活力ある経済社会の基盤を形成する
ための調査及び研究や関係機関に対する要望活
動を行う上で必要である。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 負担金額の改定を協議会へ要望する。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 10,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　砂防に関する必要な方策を考究するとともに、砂防の促進により国土の保全及び土砂災害の防止を図
り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
＜必要性＞
　国土の保全及び土砂災害の防止を図るため。
＜効果＞
　砂防に関する情報収集・提供及び調査研究等。
＜支出対象経費＞
　会議費、事務費、事業費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 岐阜県砂防協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入）  年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市管理課

負担金名称 岐阜県砂防協会負担金 支出根拠※３ 有 岐阜県砂防協会会則
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H27 年度
支出先 岐阜県土地改良事業団体連合会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市管理課

負担金名称 農業水利施設管理強化事業資金拠出金 支出根拠※３ 有
農業水利施設管理強化事業
資金拠出金約款

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　農業水利施設の適正な維持管理を行う上で、管理保全点検にあたっての専門的指導、施設の定期的な点
検管理を行うことを目的とする。
＜必要性＞
　農業用排水機場の管理保全点検を定期的に行うことにより湛水被害を抑制する。
＜効果＞
　農業水利施設予防保全のための定期的な点検管理及び専門的指導を行うことにより湛水被害を抑制する
ことができる。
＜支出対象経費＞
　農業水利施設管理強化事業拠出金　瑞穂市農業用排水機場　保守点検費用。
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

200 120 120

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 200,000 228,000 228,000

②実際の支出額 199,800 227,880 227,880

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

-443-



№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

-444-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 一般社団法人住宅協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市管理課

負担金名称 日本住宅協会負担金 支出根拠※３ 有
日本住宅協会定款・会費規
定

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　住宅政策を推進することにより、住宅問題の解決促進と住生活水準の向上を図る。
＜必要性＞
　住宅関係諸団体と協力提携、機関誌の発行及び図書等の刊行等。
＜効果＞
　住宅問題に関する資料の収集及び情報提供、研修事業の参加等。
＜支出対象経費＞
　会議費、事務費、事業費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 負担金額の改定を協議会へ要望する。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 18,000 18,000 18,000

②実際の支出額 18,000 18,000 18,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

-445-



№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

-446-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 岐阜県国土調査協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市管理課

負担金名称 国土調査協議会負担金 支出根拠※３ 有 岐阜県国土調査協議会規約

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　国土調査に関する事業の推進を図ることを目的とする。
＜必要性＞
　他市町での地籍調査事業実績の情報共有及び事業実施に際してのノウハウの習得。
＜効果＞
　国土調査事業に関する調査、研究、事業の促進、講習会等の開催、事業の普及・啓蒙
＜支出対象経費＞
　会議費、事務費、事業費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

11,000 6,000 36,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 40,000 43,000 68,000

②実際の支出額 29,000 37,000 32,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

-447-



№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

-448-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 岐阜・西濃ブロック連絡協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 都市管理課

負担金名称
地籍調査岐阜・西濃ブロック連絡
協議会負担金

支出根拠※３ 有
地籍調査岐阜・西濃ブロッ
ク連絡協議会要領

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　国土調査法に基づく地籍調査事業の円滑かつ適正実地に資するため、地籍調査事業実地市町間の情報交
換及び事務打ち合わせを行う。
＜必要性＞
　他市町での地籍調査事業実績の情報共有及び事業実施に際してのノウハウの習得。
＜効果＞
　他市町での地籍調査事業実績の情報共有及び事業実施に際してのノウハウの習得を行うことにより事業
の円滑化を図る。
＜支出対象経費＞
　会議費、図書代、雑費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 30,000 30,000 30,000

②実際の支出額 30,000 30,000 30,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

-449-



№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

-450-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

4

「日本歴史街道」美濃中山道連
合

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

歳
出

チェックポイント ○×

任意的な負担金

美濃中山道連合負担金
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

＜目的＞
　美濃中山道の文化・観光の高揚、産業の振興を行う「日本歴史街道」美濃中山道連合への負担金。
＜必要性、効果＞
　市では、観光資源として美江寺宿のイメージアップに力を入れている。そのために県内の中山道関係団
体が広域的に取り組むことで、ブランド力の向上、ＰＲ効果が高まると考えている。
＜支出対象経費＞
「日本歴史街道」美濃中山道連合の運営費かかる経費を支出。

平成28年度 平成29年度

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 商工農政観光課

負担金名称

単位：円

②実際の支出額 80,000 80,000 80,000

有
「日本歴史街道」美濃中山道連合
の組織・運営等に関する規約第
10条

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

×の場合、その理由と今後の対応について記入

- - -

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 80,000 80,000 80,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

- - -

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 86,000 86,000 86,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 商工農政観光課

負担金名称

単位：円

②実際の支出額 86,000 86,000 86,000

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

無

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○ 繰越金なし

歳
出

チェックポイント ○×

任意的な負担金

岐阜県観光連盟負担金
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

（一社）岐阜県観光連盟

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度

＜目的＞
　岐阜県の魅力を県内外に発信し、観光事業の発展・振興と地域の活性化を行う岐阜県観光連盟の運営費
を負担するもの。

＜必要性、効果＞
　当連盟では、観光商品の販売促進、観光情報の発信、おもてなし向上事業を行っており、その中で旅行
商品の造成・販売支援事業や地域連携促進事業は、これから観光に力を入れていく当市にとっては必要と
なるものである。

＜支出対象経費＞
　会費として定められた額を支出している。

平成28年度 平成29年度

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

4
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№

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

市は入手していないが、岐阜地域米麦改良協会
において保管されており常に内容の照会は可
能。

×の場合、その理由と今後の対応について記入

- - -

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 商工農政観光課

負担金名称

単位：円

②実際の支出額 10,000 10,000 10,000

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

有
岐阜地域米麦改良協会規約

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

× 負担金の減額を折衝していく。

歳
出

チェックポイント ○×

任意的な負担金

岐阜地域米麦改良協会負担金
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H16 年度
支出先

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

岐阜地域米麦改良協会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度

＜目的＞米麦等の優良種子の生産確保及び更新普及を行い、生産物の品質改善と生産力増強を図り、その
成果を一層向上させると共に、市場性を高め農家経済の発展に寄与することを目的とする。
＜必要性＞負担金の支出をやめることにより、栽培こよみの配布が受けられなくなる等、市の農業振興に
支障をきたす可能性がある。
＜効果＞生産物の品質改善と生産力増強、農家経済の発展。

＜支出対象経費＞事務費、会議費、種子更新事業、品質改善事業、調査研究費、負担金

＜その他＞

平成28年度 平成29年度

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

×
総会において再支出を明記した収支決算、収支
予算の承認を受けていることが根拠。

4
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№

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 継続 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

×
必要に応じて会議におけるお茶代の支出をする
（H29は実績なし）。

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13

該当無

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

4

岐阜地域農業改良普及事業推進
協議会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

歳
出

チェックポイント ○×

任意的な負担金

岐阜地域農業改良普及事業推進協
議会賦課金 支出根拠※３

①負担開始年度※1 H16 年度
支出先

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

＜目的＞
農業改良普及事業の効率化及び岐阜地域の農業振興を図る
＜必要性＞
岐阜地域における農業振興
＜効果＞
多様な担い手づくり、売れるブランドづくり、住みよい農村づくりの施策展開
＜支出対象経費＞
協議会の活動に対する負担金
＜その他＞

平成28年度 平成29年度

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 商工農政観光課

負担金名称

単位：円

②実際の支出額 26,000 26,000 26,000

有
岐阜地域農業改良普及事業
推進協議会規約　第１３条

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

×の場合、その理由と今後の対応について記入

- - -

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 26,000 26,000 26,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

支出先

チェックポイント ○×

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） - - -

＜目的＞資料価格をはじめとした生産資材の高騰や担い手の減少、先行き不透明な国際情勢、高病原性鳥
インフルエンザ等の家畜伝染病の脅威に対応すること、また環境に配慮した持続可能な畜産経営を展開し
ていくことを目的とする。
＜必要性＞現在は市内に畜産農家がいないが、新規の就農者が出た場合に支援を受けられる。

＜効果＞岐阜地域の畜産農家の経営基盤の安定・強化、生産組織間の連携強化。

＜支出対象経費＞事務費、会議費、事業費、負担金。

＜その他＞

4

×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

×

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 商工農政観光課

負担金名称
岐阜地域畜産振興会負担金
(岐阜地域畜産振興会賦課金） 支出根拠※３

総会において収支決算、収支予算の承認を受け
ることを根拠としている。

歳
出

岐阜地域畜産振興会

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H16 年度

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度

有
岐阜地域畜産振興会規約

法定負担金

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

任意的な負担金

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 6,000 6,000 5,000

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

分類※4

③不用予算額（①－②） 0 0 0

単位：円

②実際の支出額 6,000 6,000 5,000
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№

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 継続

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

×の場合、その理由と今後の対応について記入

　継続の場合その理由

12

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

現在は市内に畜産農家がいないが、新規の就農
者が出た場合に支援を受けられる。
市の行事で畜産の消費推進のPRを行った場合
に、助成が出る。

× 会議におけるお茶代を支出している。

チェックポイント ○×

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№ ×の場合、その理由と今後の対応について記入

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 255,000 255,000 260,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 商工農政課

負担金名称

単位：円

②実際の支出額 255,000 255,000 260,000

支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

均等割（６万円）+農家数割（７
割）+耕地面積割（３割）

法定負担金

任意負担金

市が法令、契約等に基づいて支出するもの

法定負担金以外のもの

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

歳
出

チェックポイント ○×

任意的な負担金

一般社団法人岐阜県農業会議会費
支出根拠※３

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

一般社団法人岐阜県農業会議

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

項目 平成27年度

＜目的＞
農地法等の専門知識の研修・意見交換など行うことで、事務の参考とする。
＜必要性＞
農地法等の専門知識を有する者が属する（一社）岐阜県農業会議に意見を求めることがあるため。
＜効果＞
研修等により、農地法等の専門的知識の習得することができる。
＜支出対象経費＞
事業活動に対する運営費
＜その他＞

平成28年度 平成29年度

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

4
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№

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 継続 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13

該当無

　当市のみで廃止することができないことであり、負担金
を廃止するとなれば、他市町との協議も必要と考える。ま
た、当市のみ負担金を廃止したなら、資料等の情報入手或
いは相談について今後困難になると思われる。

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 不明 年度
支出先

岐阜県環境推進協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 環境課

負担金名称
岐阜県環境推進協会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県環境推進協会規約

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　県内の公害防止促進と環境負荷低減
＜必要性＞
　公害に関する環境行政を遂行するために、他市町村や民間企業の公害事情の随時把握が必要
＜効果＞
　環境行政に必要な会員の公害防止に関する技術・知識の相互普及による情報取得ができる
＜支出対象経費＞
　主には研修会や講演会等の啓発費、公害関係の法令集や例規集の発行費用
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

×

関係４団体（各種協会等）へ会費（負担金）を
必要経費として支出している。それに関する明
文基準はないが、これまでと同様に支出は総会
での会長に一任する。

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 20,000 20,000 20,000

②実際の支出額 20,000 20,000 20,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
協会では入手していると思われるが、総会での
資料提示は無い。協会内には監査制度があるた
め、今後も特に市への資料提示は求めない。

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

×
事業執行に影響が出るかどうかも含め、今後は
他市町村との協議をしていきたい。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

× 十分かどうか基準がないため不明

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無 企業会員有

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

-464-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 37,000 37,000 37,000

②実際の支出額 37,000 37,000 37,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　長良川とその支派川の環境保全
＜必要性＞
　目的のために必要となる流域自治体のネットワーク構築と保全のための共通認識形成のため
＜効果＞
　流域内での総合的な環境改善策推進により環境保全が実現される
＜支出対象経費＞
　主には河川清掃等の保全活動や水質検査の広域実施に係る費用、講演会実施に係る費用
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 不明 年度
支出先

長良川流域環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 環境課

負担金名称
長良川流域環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会負担
金 支出根拠※３ 有

長良川流域環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協議
会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無 企業会員有

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

× 十分かどうか基準がないため不明

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

×
事業執行に影響が出るかどうかも含め、今後は
他市町村との協議をしていきたい。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
協会では入手していると思われるが、総会での
資料提示は無い。協会内には監査制度があるた
め、今後も特に市への資料提示は求めない。

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

×
繰越金過多とし、H29年度に負担金額の見直し
を実施しH28年度以前と比べ減額となった。今
後も必要に応じ見直しを実施したい。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

×

同目的により組織された更に広域の団体（全国地下
水利用対策団体連合会）への会費（負担金）を必要
経費として支出している。それに関する明文基準は
ないが、必要な経費と考えている。

0 0 3,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 18,000 18,000 18,000

②実際の支出額 18,000 18,000 15,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　水源の保全及びかん養並びに地下水の適性かつ合理的な利用による自然環境の保全
＜必要性＞
　目的のためには単独市町村による事業実施ではなく広域での事業実施が必要
＜効果＞
　広域（岐阜地区）での施策により効率的な事業実施が実現される
＜支出対象経費＞
　主には協力企業の地下水揚水量調査費、地下水に関する調査諸データ資料の整備・分析委託費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 不明 年度
支出先

岐阜地区地下水対策協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 環境課

負担金名称
岐阜地区地下水対策協議会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜地区地下水対策協議会
規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無 企業会員有

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

× 十分かどうか基準がないため不明

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

×
事業執行に影響が出るかどうかも含め、今後は
他市町村との協議をしていきたい。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×

会では入手している。支出件数が多数（H28は27
件）であるため、市へ全て資料提示は無いが、抜粋
した数件についての資料提示はある。H30年度末で
解散予定のため今後の対応予定は無し

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

×
負担金額の設定根拠が無い。H30年度末で解散
予定のため今後の対応予定は無し

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 10,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　住みよい郷土づくり
＜必要性＞
　生活環境保全と公衆衛生の促進に関連しており、環境行政遂行のために有効
＜効果＞
　生活環境保全と公衆衛生の促進に寄与している
＜支出対象経費＞
　行事（市民の集い）の開催費用、学校（小中高）でのエコ活動に対する支援金交付
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 不明 年度
支出先

郷土の環境を守る会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H30 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 環境課

負担金名称
郷土の環境を守る会負担金

支出根拠※３ 有
郷土の環境を守る会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 廃止

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無 企業会員有

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

× 十分かどうか基準がないため不明

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

×
初期の目的が達成されたため、H30年度末で解
散予定。

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

× H30年度末で解散予定。

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○ H30年度末で解散予定。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

×
食料費や慶弔費が支出されている。H30年度末
で解散予定のため今後の対応予定は無し
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

×
繰越金過多とし、H29年度に負担金額の見直し
を実施しH28年度以前と比べ減額となった。今
後も必要に応じ見直しを実施したい。

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

×

同目的により組織された更に広域の団体（岐阜県市
町村廃棄物処理事業対策協議会）への会費（負担
金）を必要経費として支出している。それに関する
明文基準はないが、必要な経費と考えている。

0 0 5,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 10,000 10,000 5,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　市町廃棄物処理事業の円滑な運営の推進
＜必要性＞
　他自治体との情報相互共有は環境行政遂行のために非常に有効である
＜効果＞
　市の廃棄物処理事業の円滑な実施に寄与している
＜支出対象経費＞
　主には視察実施のための調査研究費、情報共有のための会議開催費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 不明 年度
支出先

岐阜地域廃棄物処理事業対策協
議会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） H30 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 環境課

負担金名称
岐阜地域廃棄物処理事業対策協議
会負担金 支出根拠※３ 有

岐阜地域廃棄物処理事業対
策協議会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
負担金廃止は、視察実施等の事業実施に影響す
るため、今後は他市町村との協議をしていきた
い。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

× 十分かどうか基準がないため不明

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されてはいないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

×
事業執行に影響が出るかどうかも含め、今後は
他市町村との協議をしていきたい。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

800 800 200

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 119,000 119,000 119,000

②実際の支出額 118,200 118,200 118,800

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に則り、岐阜県市町村教育委員会相互の緊密な連絡
協調を図り、もって教育の水準を向上し、教育行政の公正にして円滑な運営に寄与すること。

＜必要性＞　岐阜県市町村教育委員会相互の緊密な連絡協調を図り、もって教育の水準を向上し、教育行
政の公正にして円滑な運営に寄与すること。

＜効果＞　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に則り、岐阜県市町村教育委員会相互の緊密な連絡
協調を図り、もって教育の水準を向上し、教育行政の公正にして円滑な運営。

＜支出対象経費＞　県内各市町村教育委員会の人口割、人口区分別均等割を基礎にして当該連合会総会に
て定める。

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先 岐阜県市町村教育委員会連合会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 教育総務課

負担金名称
岐阜県市町村教育委員会連合会負
担金 支出根拠※３ 有

岐阜県市町村教育委員会連
合会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
岐阜県市町村教育委員会相互の緊密な連絡協調
を図り、教育の水準を向上し、教育行政の公正
にして円滑な運営に寄与するため不可。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなったり、初期の目的が
達成されていないか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

17,500 21,400 900

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 73,000 77,000 57,000

②実際の支出額 55,500 55,600 56,100

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞　岐阜地区市町の教育振興

＜必要性＞　岐阜地区市町の教育振興

＜効果＞　岐阜地区市町の教育振興

＜支出対象経費＞　市町村教育委員会の分担金（均等割1/2、割合分1/2（児童生徒割1/3、学校数割
1/3、教職員数割1/3））

＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 年度
支出先 岐阜地区教育長会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 教育総務課

負担金名称 教育長会等負担金 支出根拠※３ 有 岐阜地区教育長会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
岐阜地区市町の教育行政の在り方、学校教育の
行政施策等に関する事業を実施し、教育振興を
図るため不可。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなったり、初期の目的が
達成されていないか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 教育総務課

負担金名称
岐阜県公立学校施設整備期成会負
担金 支出根拠※３ 有

全国公立学校施設整備期成
会規約

①負担開始年度※1 年度
支出先 岐阜県公立学校施設整備期成会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞　公立学校施設の完全整備の実現を期する

＜必要性＞　公立学校施設の完全整備の実現を期する

＜効果＞　公立学校施設の完全整備の実現を期する

＜支出対象経費＞　公立学校施設整備関係期成会、これに代わる団体の負担金等

＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 12,000 12,000 10,000

②実際の支出額 12,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②） 0 2,000 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなったり、初期の目的が
達成されていないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×

公立学校施設の整備促進を図るため、全国公立学校
施設整備期成会等、関係団体との緊密な連携のもと
必要に応じ、国、政府に対し要望活動を実施し、施
設整備に必要な財源確保を図るため。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 学校教育課

負担金名称
岐阜県学校保健会負担金

支出根拠※３ 無

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

岐阜県公立幼稚園・こども園教
育研究会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　学校保健の向上発展を目的として設立された団体加入への負担金。
＜必要性＞
　子ども達の健康･安心安全にかかわる情報提供を通して、園児の健康な体づくり推進の一助となる。
＜効果＞
　子どもたちの健康に関する調査・研究、それによって得た情報の提供を冊子等を通じて還元されてい
る。
＜支出対象経費＞
　37円×園児数(253人）
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 8,880 9,916 9,990

②実際の支出額 8,769 9,435 9,361

③不用予算額（①－②） 111 481 629

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×
事業報告書、決算書については、従来より入手
できていないため、提出を義務付けるよう検討
する。

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

査定者の意見
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 学校教育課

負担金名称
東海北陸国公立幼稚園・こども園
教育研究会負担金 支出根拠※３ 無

①負担開始年度※1 平成２９年度
支出先

岐阜県公立幼稚園・こども園教
育研究会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　東海北陸国公立幼稚園･こども園教育研究会の運営及び充実のための負担金
＜必要性＞
　毎年、東海北陸の担当県での幼児教育の公開保育や研究会の運営･充実のため
＜効果＞
　他県の幼児教育の現状を知り、実践園との交流が出来る。その内容を自園での研修報告により他の職員
への伝達も出来る。
＜支出対象経費＞
　1,000円（一園）
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 1,000 1,000 5,000

②実際の支出額 1,000 1,000 1,000

③不用予算額（①－②） 0 0 4,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×
事業報告書、決算書については、従来より入手
できていないため、提出を義務付けるよう検討
する。

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 8,000 8,000 8,000

②実際の支出額 8,000 8,000 8,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　日本の幼児教育の充実に寄与する団体への会費として。
＜必要性＞
　幼児教育の推進とその充実のため
＜効果＞
　全国の幼児教育の最新情報や実践の様子を冊子等を通じて情報交流できる。
＜支出対象経費＞
　8,000円×１団体(ほづみ幼稚園）
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

公益社団法人　全国幼児教育研
究協会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 学校教育課

負担金名称
公益社団法人　全国幼児教育研究
協会会費 支出根拠※３ 無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

現状維持

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×
事業報告書、決算書については、従来より入手
できていないため、提出を義務付けるよう検討
する。

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 学校教育課

負担金名称
岐阜地区公立幼稚園・こども園長
会負担金 支出根拠※３ 無

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

岐阜地区公立幼稚園・こども園
長会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
 　岐阜地区公立幼稚園・こども園長会負担金として
＜必要性＞
　岐阜地区の公立幼稚園･幼児園長会や研修会の運営と充実のため
＜効果＞
　岐阜地区（岐阜市、羽島市、本巣市、瑞穂市、北方町、郡上市）公立幼稚園長が一同に会し、各園の情
報交流や最新の幼児教育研修を行い、自園での園運営に生かしている。
＜支出対象経費＞
　１園　　8,000円
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 8,000 8,000 8,000

②実際の支出額 8,000 8,000 8,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№ チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×
事業報告書、決算書については、従来より入手
できていないため、提出を義務付けるよう検討
する。

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

現状維持

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応…
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 20,000 21,400 21,500

②実際の支出額 19,850 20,750 20,650

③不用予算額（①－②） 150 650 850

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　岐阜県公立幼稚園長・こども園長会への負担金として
＜必要性＞
　岐阜県公立幼稚園の幼児教育充実に向けた園長研修や情報交流を充実させるため
＜効果＞
　園長研修を通じて、幼児教育の最新情報や交流ができ、本園の保育の充実を図ることが出来る。
＜支出対象経費＞
　50円×園児数(253）＋8,000円
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

岐阜県公立幼稚園・こども園長
会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 学校教育課

負担金名称
岐阜県公立幼稚園・こども園長会
負担金 支出根拠※３ 無
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×
事業報告書、決算書については、従来より入手
できていないため、提出を義務付けるよう検討
する。

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 学校教育課

負担金名称
全国国公立幼稚園・こども園長会
負担金 支出根拠※３ 無

①負担開始年度※1 平成１５年度
支出先

岐阜県公立幼稚園・こども園長
会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） 平成３２年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　全国公立幼稚園･こども園長会への負担金
＜必要性＞
　日本の幼児教育の推進と充実のため
＜効果＞
　全国の幼児教育の実践や情報の発信がなされ、冊子等で情報を得ることが出来る
＜支出対象経費＞
　　一園　　6,000円
＜その他＞

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 6,000 6,000 6,000

②実際の支出額 6,000 6,000 6,000

③不用予算額（①－②） 0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

現状維持

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

×
事業報告書、決算書については、従来より入手
できていないため、提出を義務付けるよう検討
する。

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

該当無

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

6,000 6,000 6,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 20,000 20,000 20,000

②実際の支出額 14,000 14,000 14,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
食と栄養の指導、支援をとおして健康づくりに貢献するため
＜必要性＞
管理栄養士は「栄養と食」の専門職であり、仕事は幅広く、専門性を必要とされるため
＜効果＞
給食、間食をとしての園児の栄養管理やアレルギー対応、子育て相談などにおいて幼児から大人まで、食
に関する栄養相談やアドバイスを行う
＜支出対象経費＞
岐阜県栄養士会会費として
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先 （公社）岐阜県栄養士会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 幼児支援課

負担金名称 栄養士会年会費 支出根拠※３ 無

-491-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

○

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

○

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無

-492-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県保育研究協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 幼児支援課

負担金名称
岐阜県保育研究協議会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県保育研究協議会会則

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　岐阜県保育研究協議会に加入するため
＜必要性＞
　県内公立・私立保育所等児童福祉施設関係者により構成される岐阜県保育研究協議会に加入することに
より、保育内容の重点テーマ研究、各種研修の実施を通して保育の質の向上を図る
＜効果＞
　保育所の運営の適正化並びに保育者の資質向上及び保育内容の充実
＜支出対象経費＞
　岐阜県保育研究協議会会費
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

23,500 6,900 13,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 332,000 320,000 350,000

②実際の支出額 308,500 313,100 337,000

③不用予算額（①－②）

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

該当無
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●補助金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

○

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

該当無

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 45,000 45,000 45,000

②実際の支出額 45,000 45,000 45,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　岐阜県社会福祉協議会の会員となるため
＜必要性＞
　岐阜県社会福祉協議会の運営のため
＜効果＞
　保育士修学資金貸付、就職支援等により、保育の人材の確保に寄与する
＜支出対象経費＞
　岐阜県社会福祉協議会会費（公立保育所分）
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県社会福祉協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 幼児支援課

負担金名称
岐阜県社会福祉協議会公立保育所
負担金 支出根拠※３ 有

社会福祉法人岐阜県社会福
祉協議会会員規則
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 95,000 95,000 95,000

②実際の支出額 95,000 95,000 95,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　社会教育委員相互の連携を図り、社会教育の振興発展に資する。
＜必要性＞
　本市の社会教育をより一層推進するうえで、県内他市町村の社会教育委員との連携及び情報共有は必要
不可欠である。
＜効果＞
　本市社会教育の推進体制がより一層充実する。
＜支出対象経費＞
会議費、事務局費、機関紙発行費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県社会教育委員連絡協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
社会教育指導推進事業負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県社会教育委員連絡協
議会規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
他市町村とともに負担金を支出しているため、
今後、他市町村と足並みを揃えて協議する。

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

×

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

×
他市町村とともに負担金を支出しているため、
今後、他市町村と足並みを揃えて協議する。

25,000 15,000 28,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 69,000 55,000 60,000

②実際の支出額 44,000 40,000 32,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ） 3件 3件 4件

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　社会教育における視聴覚教育団体相互の連携協調を図り、その活動を促進し、視聴覚教育の振興を図る
ことを目的とする。
＜必要性＞
　本市の視聴覚教育をより一層推進するうえで、県内他市町村の視聴覚教育団体相互の連携及び情報共有
は必要不可欠である。
＜効果＞
　本市視聴覚教育の推進体制がより一層充実する。
＜支出対象経費＞
　視聴覚コンクール・フォーラム開催費、運営費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県社会教育視聴覚連絡協議
会　他②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
社会教育研究大会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県社会教育委員連絡協
議会規約　他

-499-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-500-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 10,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　社会教育に関する研究と情報交換、連絡提携を図り社会教育の振興に資する。
＜必要性＞
　社会教育に関する情報交換、提携のための必要である。
＜効果＞
　他市町と社会教育事業の情報交換を行うことで、自市の事業に活用できる。
＜支出対象経費＞
　報償費・旅費・会議費・通信費　等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜地区社会教育振興協議会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
地区社会教育振興協議会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜地区社会教育振興協議
会規約

-501-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 88,000 88,000 88,000

②実際の支出額 88,000 88,000 88,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　県内の各公民館等相互の連絡提携を図り、以て公民館等活動の振興発展に寄与する。
＜必要性＞
　県内他市町の公民館との連携及び情報共有のために必要である。
＜効果＞
　県内他市町の公民館活動を自市公民館活動に活かすことが出来る。
＜支出対象経費＞
　事務局運営費・事業費（機関誌発行等）　等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県公民館連合会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
岐阜県公民館連合会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県公民館連合会会則

-503-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○
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●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

1,500 1,500 500

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 67,000 67,000 69,000

②実際の支出額 65,500 65,500 68,500

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　瑞穂市・本巣市・北方町内の青少年育成推進指導員・推進員・担当者が相互の意見及び情報を交流し、
青少年指導に関する諸問題を研究協議することにより、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
＜必要性＞
　本市における青少年の健全な育成及び非行防止をより一層推進するうえで、北方警察署管内である旧本
巣郡の他市町との連携及び情報共有は必要不可欠である。
＜効果＞
　本市の青少年健全育成及び非行防止の推進体制がより一層充実する。
＜支出対象経費＞
　啓発活動費、非行防止大会費、役務費　等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

瑞穂市・本巣市・本巣郡青少年
育成推進指導員等連絡協議会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
青少年育成推進委員連絡協議会負
担金 支出根拠※３ 有

岐阜県瑞穂市・本巣市・北方町青
少年育成推進指導員等連絡協議会
規約
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№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-506-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

200 1,400 1,400

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 52,000 54,000 54,000

②実際の支出額 51,800 52,600 52,600

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く県民の総意を結集し、国及び県の施策と相呼応して、青少年
の健全な育成を図ることを目的とする。
＜必要性＞
　本市における青少年の健全な育成をより一層推進するうえで、県内他市町村市民会議との連携及び情報
共有は必要不可欠である。
＜効果＞
　本市の青少年健全育成の推進体制がより一層充実する。
＜支出対象経費＞
　青少年健全育成活動推進費、家庭の日推進事業費、管理費等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

公益社団法人　岐阜県青少年育
成県民会議②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
岐阜県青少年育成県民会議負担金

支出根拠※３ 有
公益社団法人　岐阜県青少
年育成県民会議　定款

-507-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

○

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-508-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

×
県が事務局であるが、総会時には当該資料の添
付はない。
今後事務局に提出可能かを確認する、

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

○

4,000 4,000 4,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 15,000 15,000 15,000

②実際の支出額 11,000 11,000 11,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　県内における体育・スポーツ・レクリエーション施設の充実及びその効果的運営の促進を図り、スポー
ツ
振興に寄与することを目的とする。
＜必要性＞
　県内他市町のスポーツ施設の状況を把握することも必要である。
＜効果＞
　県内他市町のスポーツ施設の状況を把握できる。
＜支出対象経費＞
　旅費・消耗品費・郵送代・協議会運営費　等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県体育施設協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
体育施設協会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県体育施設協会規約

-509-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

×
協議会が存続する限り負担金の廃止は困難であ
ると思われる。

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

該当無

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

該当無

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

×
直接的には影響はないが、他市町の状況は把握
ししずらくなる。

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

×
県が事務局を務める協議会であるが、議論の提
案はできると思われる。

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-510-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

0 0 0

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 10,000 10,000 10,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　岐阜県下の歴史資料、特に文書資料の調査・保存・活用及び県市町村史編纂事業の充実のため、会員相
互の連絡、提携を図るとともに、岐阜県歴史資料館と協調することを目的とする。
＜必要性＞
　本市歴史資料の調査・保存及び市史の編纂事業をより一層充実させるうえで、県内他市町村や県歴史資
料館との連携及び情報共有は必要不可欠である。
＜効果＞
　本市歴史資料の調査・保存及び市史の編纂事業がより一層充実する。
＜支出対象経費＞
　会議費、講習会・研修会費　等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県歴史資料保存協会

②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
岐阜県歴史資料保存協会負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県歴史資料保存協会会
則

-511-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

該当無

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-512-



●負担金の概要

※1　合併前から負担金を支出している場合は、平成１５年度としてください。

※2　平成２９年度の作成時は、サンセット年度は平成３２年度に設定してください。

※4　分類は次の事項を参考に行ってください。

●負担金の効果等

●最近３年間の推移

●平成29年度の支出について

№

3

支出先が関係団体等へ再支出を行っている
場合、関係団体等の予算書、事業計画書、
決算書、事業報告書を市は入手している
か。

該当無

4
支出した負担金がどのような費用に充てら
れているか、また、負担金額の設定根拠が
明文化されているか。

○

1
負担金支出先にその年度の負担金収入と同
額以上の繰越金がないか。

○

2
支出先が関係団体等へ再支出を行う場合、
再支出に関する明文化された基準はある
か。またその基準に問題点はないか。

該当無

7,000 7,000 7,000

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

歳
出

①市の当初予算額（補正後ではなく当初を記載） 10,000 10,000 10,000

②実際の支出額 3,000 3,000 3,000

③不用予算額（①－②）

単位：円

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

負担金支出件数（複数に支出している場合のみ）

法定負担金 市が法令、契約等に基づいて支出するもの

任意負担金 法定負担金以外のもの

支出の目的、必要性、効果、支出対象経費などの具体的な内容

＜目的＞
　岐阜県青少年育成推進指導員が、相互の意見及び情報交換等の連携を密にし、青少年指導に関する諸問
題の研究討議を行い、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
＜必要性＞
　本市の青少年の健全育成をより一層推進するうえで、県内他市町村青少年育成推進指導員との連携及び
情報共有は必要不可欠である。
＜効果＞
　本市の青少年健全育成の推進体制がより一層充実する。
＜支出対象経費＞
　研修会費、理事会・総会費、機関紙印刷費　等
＜その他＞

③サンセット年度※2（②がない場合のみ） H32 年度 分類※4 任意的な負担金

※3　負担金を支出することを協定書等の締結により定めている場合は、協定書等の名前を書いてください。

①負担開始年度※1 H15 年度
支出先

岐阜県青少年育成推進員連絡協
議会②負担終了予定年度（想定していない場合は未記入） 年度

平成 29 年度負担金チェックシート

担当課 生涯学習課

負担金名称
諸負担金

支出根拠※３ 有
岐阜県青少年育成推進指導
員連絡協議会規約

-513-



№

以上のチェックを踏まえた、担当課の来年度の対応… 現状維持

14
行政職員のみで構成されている団体につい
て、負担金の廃止は可能か。

該当無

サ
ン
セ
ッ
ト
対
応

※今年度が最終年度の場合に記入。次年度以降の対応… 　継続の場合その理由

12
支出先は財政改革や経費削減などの取組み
を十分に行っているか。

該当無

13
支出先団体の事業報告書、決算書を入手し
ているか。

○

10
情報収集だけを目的に負担金を支出してい
ないか。

○

11
社会情勢の変化により負担金を支出する目
的の妥当性がなくなっていないか。また、
初期の目的が達成されていないか。

○

8
負担金の支出をやめることにより、市の事
業執行に影響があるか。

○

9

他市町村とともに負担金を支出しているもので、廃止
しても市の事業執行に影響はないが、他市町村との関
係を考慮し、負担金の支出を続けているものは、他市
町村と支出の必要性について議論をしているか。

該当無

6

市が直接恩恵を受けない団体へ負担金を支
出している場合、負担金の交付が市にどの
ような効果があるのか明らかになっている
か。

該当無

7
研修に対する負担金を支出している場合、
研修内容を全庁（関係部局）で共有できて
いるか。

○

チェックポイント ○× ×の場合、その理由と今後の対応について記入

5
負担金の一部が、支出先の飲食費や慶弔費
に充てられていないか。

○

-514-


